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R6.10.1現在

Nｏ. 館　　名 館　 長　等 公民館主事等 センター長（館課長） 電話番号 内線 ＦＡＸ番号 郵便番号 所　在　地 担当地区

1 中 央 廣田　圭男 32－1132 56200 37－1153 (南棟)　
　(社会教育推進担当) 土屋　浩昭 56201 390-0811 中央　１－１８－１

上嶋　秀俊 56201 (北棟)　

小岩井　一樹 56202 〃 中央　１－２３－２

浅井　勇太 56202

合津　朋実 56212

矢嶋　美智子 56212

藤澤　智恵美 56212

寺社下　奈央 56204

清水　春生 56204

今福　良夢 56203

(施設整備担当) 中野　浩二 56211

酒井　謙一 56212

伊藤　雄太 56211

2 第 一 地 区 水野　範明 朝倉　光貴 中村　史子 32－1550 56405 32－1550 390-0811 中央 １－１８－１ Mウイング４F 第一

3 第 二 地 区 早坂　義導 栗田　幸信 臼井　美保 39－3601 39－3602 390-0814 本庄　２－３－２３ 第二

4 第 三 地 区 武井　保典 深澤　佐恵 三村　恵美 36－7040 35－6344 390-0811 中央　４－７－２８ 第三

5 東 部 小澤　佐智浩 降旗　一博 加藤　尚子 36－8565 36－8551 390-0806 女鳥羽　２－１－２５ 東部

6 城 北 小岩井　成人 村田　美鈴 堀　敬子 38－0120 38－0121 390-0876 開智　２－３－３９ 城北

7 大 手 遠藤　彰 中條　克明 宇留賀　真理子 39－5711 39－5712 390-0874 大手　３－８－１ 中央

8 安 原 地 区 藤野　一男 奥原　直弥 波多腰　秀美 39－0701 39－0702 390-0802 旭　２－１１－１３ 安原

9 城 東 瀧澤　和子 小林　弘幸 田中　治 34－0191 34－0192 390-0803 元町　３－７－１ 城東

10 白 板 地 区 内藤　哲夫 片桐　史門 村田　誠司 35－7740 36－5497 390-0875 城西　１－６－１７－３ 白板

11 田 川 荻原　しほみ 瀧川　航平 永瀬　幸道 27－3840 27－3841 390-0841 渚　３－２－７ 田川

12 庄 内 地 区 梶山　三男 小林　大 中野　由佳 24－1811 24－1812 390-0827 出川　１－５－９ 庄内

13 鎌 田 地 区 小嶋　和好 髙山　美空 熊井　理英 26－0206 27－2957 390-0848 両島　５－５０ 鎌田

14 松 南 地 区 川上　正彦 伊藤　貴浩 金井　稔 26－1083 25－5337 399-0002 芳野　４－１ 松南

15 島 内 上條　光司 中條　陽 勝家　隆 47－0264 40－1264 390-0851 島内　４９７０－１ 島内

16 中 山 鈴木　幹夫 宇治　樹 金山　博文 58－5822 85－1016 390-0823 中山　３７４６－１ 中山

17 島 立 伊藤　悦夫 丸山　直紀 伊藤　和宏 47－2049 40－1258 390-0852 島立　３２９８－２ 島立

18 新 村 新村　芳男 塩原　航 忠地　智司 48－0375 40－1625 390-1241 新村　２１７９－７ 新村

19 和 田 窪田　潔 北澤　圭祐 村山　佳子 48－5445 40－1259 390-1242 和田　２２４０－３１ 和田

20 神 林 丸山　勝久 丸山　貴大 伊藤　裕明 58－2039 85－1159 390-1243 神林　１５５７－１ 神林

21 笹 賀 大槻　研一 矢口　竜也 藤牧　啓吾 58－2046 85－1146 399-0033 笹賀　２９２９ 笹賀

22 芳 川 永田　幸彦 碇　浩平 中井　香保里 58－2034 85－1057 399-0034 野溝東　２－１０－１ 芳川

23 寿 久保田　文章 丸山　稜雅 羽田野　千帆 58－2038 85－1099 399-0021 寿豊丘　４２４ 寿

24 寿 台 坂井　久吉 小山　高志 中嶌　弘美 58－6561 86－7964 399-0021 寿豊丘　６４９－１　 寿台

25 松 原 地 区 河内　正弘 阿部　優磨 牛丸　尚久 57－2322 85－3103 399-0022 松原　３９－１ 松原

26 岡 田 深井　久仁彦 田中　貢治 山岸　清治 46－2313 45－1001 390-0315 岡田町　５１７－１ 岡田

27 入 山 辺 小笠原　鉄夫 斉川　史徳 柏原　せつ子 32－1389 37－0258 390-0222 入山辺　１５０９－１ 入山辺

28 里 山 辺 小幡　泰俊 市橋　佑磨 宮澤　正起 32－1077 37－0640 390-0221 里山辺　２９４３－１ 里山辺

29 今 井 上條　泰正 赤羽　絵美 板花　賢治 59－2001 59－1004 390-1131 今井　２２３１－１ 今井

30 内 田 丸山　明良 保科　黄 武井　義正 58－2494 85－1071 399-0023 内田　２２０３－１ 内田

31 本 郷 乾　由理子 宮下　慶祐 倉田　和昭 46－1500 45－1014 390-0303 浅間温泉　２－９－１ 本郷

32 四 賀 花村　憲二 浅沼　喜之 降旗　みゆき 64－3112 34105 64－2933 399-7402 会田　１００１－１ 四賀

33 安 曇 大野　修 羽田　大樹 大野　晃永 94－2301 35121 94－2918 390-1520 安曇　１０６１－１ 安曇

34 奈 川 忠地　愛男 奥原　美鈴 奥原　喜照 79－2121 3621 79－2903 390-1611 奈川　３３０１ 奈川

35 梓 川 西牧　和夫 安藤　ひかり 二木　玲子 78－3000 33116 78－3942 390-1792 梓川梓　２２８８－３ 梓川

36 波 田 麻田　仁郎 小松　一成 平林　正隆 92－2268 37171 92－7111 390-1401 波田　４４１７－１ 波田

木下　守 福沢　佳典 32－1812 2470 33－9986 390-0812 県　３－１－１

永井　康太郎 小船井　彩乃 26－1083 25－5337 399-0002 芳野　４－１

指定管理者 32－0141 32－0141 390-0873 丸の内　１０－３１

指定管理者 93－1122 93－1122 390-1507 安曇　４８５５－１００
ふれあいパーク
乗 鞍

令　和　6　年　度　公　民　館　等　連　絡　先　一　覧　表

あ が た の 森

青少年ホーム

池 上 百 竹 亭
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R7 7.1時点

Nｏ. 館　　名 館　 長　等 公民館主事等 センター長（館課長） 電話番号 内線 ＦＡＸ番号 郵便番号 所　在　地 担当地区

1 中 央 廣田　圭男 32－1132 56200 37－1153 (南棟)　
　(社会教育推進担当)

小嶋　克巳 56201 390-0811 中央　１－１８－１

上嶋　秀俊 56201 (北棟)　

浅井　勇太 56202 〃 中央　１－２３－２

合津　朋実 56212

矢嶋　美智子 56212

藤澤　智恵美 56212

寺社下　奈央 56204

今福 良夢 56203

中村 香奈 56204

(施設整備担当) 横山 宗功 56211

酒井　謙一 56212

伊藤　雄太 56212

村井 瑞規 56212

2 第 一 地 区 降簱　清人 朝倉　光貴 長澤　靖 32－1550 56405 32－1550 390-0811 中央 １－１８－１ Mウイング４F 第一

3 第 二 地 区 早坂　義導 栗田　幸信 金田　光弘 39－3601 39－3602 390-0814 本庄　２－３－２３ 第二

4 第 三 地 区 青木　宏元 髙波　佐恵 三村　恵美 36－7040 35－6344 390-0811 中央　４－７－２８ 第三

5 東 部 小澤　佐智浩 降旗　一博 加藤　尚子 36－8565 36－8551 390-0806 女鳥羽　２－１－２５ 東部

6 城 北 小岩井　成人 村田　美鈴 堀　敬子 38－0120 38－0121 390-0876 開智　２－３－３９ 城北

7 大 手 遠藤　彰 小林　泰 中村　史子 39－5711 39－5712 390-0874 大手　３－８－１ 中央

8 安 原 地 区 藤野　一男 奥原　直弥 村田　誠司 39－0701 39－0702 390-0802 旭　２－１１－１３ 安原

9 城 東 橋本　眞一 小林　弘幸 中野　浩二 34－0191 34－0192 390-0803 元町　３－７－１ 城東

10 白 板 地 区 内藤　哲夫 武本　健太郎 佐野　進 35－7740 36－5497 390-0875 城西　１－６－１７－３ 白板

11 田 川 荻原　しほみ 瀧川　航平 小沢　啓一 27－3840 27－3841 390-0841 渚　３－２－７ 田川

12 庄 内 地 区 梶山　三男 飯ヶ濵　功 中野　由佳 24－1811 24－1812 390-0827 出川　１－５－９ 庄内

13 鎌 田 地 区 小嶋　和好 田中　瑞恵 熊井　理英 26－0206 27－2957 390-0848 両島　５－５０ 鎌田

14 松 南 地 区 川上　正彦 大石　健爾 高野　朱見 26－1083 25－5337 399-0002 芳野　４－１ 松南

15 島 内 上條　光司 中條　陽 山本　茂 47－0264 40－1264 390-0851 島内　４９７０－１ 島内

16 中 山 鈴木　幹夫 宇治　樹 金山　博文 58－5822 85－1016 390-0823 中山　３７４６－１ 中山

17 島 立 百瀬　也寿之 丸山　直紀 波多腰　秀美 47－2049 40－1258 390-0852 島立　３２９８－２ 島立

18 新 村 手塚　剛 増澤　賢 金井　稔 48－0375 40－1625 390-1241 新村　２１７９－７ 新村

19 和 田 窪田　潔 北澤　圭祐 奥原　恵子 48－5445 40－1259 390-1242 和田　２２４０－３１ 和田

20 神 林 丸山　勝久 羽田　大樹 村山　佳子 58－2039 85－1159 390-1243 神林　１５５７－１ 神林

21 笹 賀 大槻　研一 矢口　竜也 藤牧　啓吾 58－2046 85－1146 399-0033 笹賀　２９２９ 笹賀

22 芳 川 永田　幸彦 碇　浩平 中井　香保里 58－2034 85－1057 399-0034 野溝東　２－１０－１ 芳川

23 寿 久保田　文章 丸山　稜雅 岡田　健 58－2038 85－1099 399-0021 寿豊丘　４２４ 寿

24 寿 台 百瀬　康弘 小山　高志 中嶌　弘美 58－6561 86－7964 399-0021 寿豊丘　６４９－１　 寿台

25 松 原 地 区 河内　正弘 阿部　優磨 長田　由紀子 57－2322 85－3103 399-0022 松原　３９－１ 松原

26 岡 田 深井　久仁彦 田中　貢治 羽田野　千帆 46－2313 45－1001 390-0315 岡田町　５１７－１ 岡田

27 入 山 辺 百瀬　行敏 斉川　史徳 柏原　せつ子 32－1389 37－0258 390-0222 入山辺　１５０９－１ 入山辺

28 里 山 辺 手島　学 市橋　佑磨 宮澤　正起 32－1077 37－0640 390-0221 里山辺　２９４３－１ 里山辺

29 今 井 上條　泰正 赤羽　絵美 板花　賢治 59－2001 59－1004 390-1131 今井　２２３１－１ 今井

30 内 田 梅北　幸男 保科　黄 上條　英輔 58－2494 85－1071 399-0023 内田　２２０３－１ 内田

31 本 郷 乾　由理子 宮下　慶祐 倉田　和昭 46－1500 45－1014 390-0303 浅間温泉　２－９－１ 本郷

32 四 賀 花村　憲二 林　祥平 降旗　みゆき 64－3112 34105 64－2933 399-7402 会田　１００１－１ 四賀

33 安 曇 大野　修 奥原 裕樹 萩原　秀樹 94－2301 35121 94－2918 390-1520 安曇　１０６１－１ 安曇

34 奈 川 奥原　広幸 奥原　美鈴 山口　絵美 79－2121 3621 79－2903 390-1611 奈川　３３０１ 奈川

35 梓 川 西牧　和夫 安藤　ひかり 二木　玲子 78－3000 33116 78－3942 390-1792 梓川梓　２２８８－３ 梓川

36 波 田 麻田　仁郎 小松　一成 平林　正隆 92－2268 37171 92－7111 390-1401 波田　４４１７－１ 波田

木下　守 福沢　佳典 32－1812 2470 33－9986 390-0812 県　３－１－１

指定管理者 32－0141 32－0141 390-0873 丸の内　１０－３１

指定管理者 93－1122 93－1122 390-1507 安曇　４８５５－１００

令　和　7　年　度　公　民　館　等　連　絡　先　一　覧　表

あ が た の 森

池 上 百 竹 亭
ふれあいパーク
乗 鞍
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村山
(島立)

滝澤
(安原)

滝澤
(安原)

柏澤
（芳川)

柏澤
（芳川)

櫻井
（今井）

櫻井
（今井）

藤野
（安原）

川上
（松南地区）

原田
(城東)

百瀬
(四賀)

柏澤
（芳川)

田中正
（城北)

田中正
（城北)

小笠原
（入山辺）

小笠原
（入山辺）

川上
（松南地区）

小嶋
（鎌田地区）

高橋 栗田 栗田 栗田 髙橋 石川 石川 廣田 廣田

中央１
阿部

（第一地区）
宮下

（東部）
早坂

（第二地区)
佐藤

（城東)
赤沼

（第三地区）
水野

（第一地区）
武井

（第三地区）
小澤

(東部)
早坂

(第二地区)

中央２
髙野

（大手）
田中

（城北）
内藤

（白板地区）
髙野

（大手）
内藤

（白板地区）
藤野

（安原地区）
遠藤

（大手）
小岩井
(城北)

内藤
(白板地区)

中央３
田中

（鎌田地区）
池上

（田川）
浦澤

（松南地区）
筒井

（庄内地区）
筒井

（庄内地区）
白澤

（松南地区）
小嶋

（鎌田地区）
梶山

(庄内地区)
荻原

(田川)

河　西
渡辺

（和田）
青木

（梓川）
輪湖

（波田）
上條

（島内）
伊藤

（島立）
新村
（新村）

萩原
（和田）

西牧
(梓川)

麻田
(波田)

西　南
勝山

（奈川）
藤波

（笹賀）
塩原

（神林）
櫻井

（今井）
百瀬

（安曇）
忠地
（奈川）

山田
（笹賀）

丸山
(神林)

上條
(今井)

東　南
柏澤

（芳川）
下村

（松原）
百瀬
（寿）

坂井
（寿台）

丸山
（内田）

鈴木
（中山）

柏澤
（芳川）

坂井
(寿台)

河内
(松原地区)

東　山
百瀬

（四賀）
橋本

（本郷）
冨岡

（岡田）
小幡

（里山辺）
小笠原

（入山辺）
藤松
（四賀）

橋本
（本郷）

深井
(岡田)

花村
(四賀)

内藤
（白板）

阿部
（第一地区）

田中
（城北）

内藤
（白板地区）

高野
（大手）

丸山
（内田）

水野
（第一地区）

小嶋
（鎌田地区）

小岩井
（城北）

金井 横山 田口 横山 土屋 土屋 土屋 土屋 上嶋

原田
(城東)

百瀬
(四賀)

柏澤
（芳川)

田中正
（城北)

田中正
（城北)

小笠原
（入山辺）

小笠原
（入山辺）

川上
（松南）

小嶋
（鎌田地区）

村山
(島立)

滝澤
(安原)

滝澤
(安原)

柏澤
（芳川)

柏澤
（芳川)

櫻井
（今井）

櫻井
（今井）

藤野
（安原）

小嶋
（鎌田地区）

川上
(松南地区)

Ｒ５年度２９年度 Ｒ６年度令和元年度 ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度３０年度

（中央公民館長）

副　会　長

理
　
　
　
　
　
事

会　　 　長

　　　　　　年度
Ｒ７年度

（敬称略）

松本市公民館長理事役員名簿　　（Ｈ２９年度以降）

　　役名

事務局
（中央公民

館）

中信公運協

県公運協

監　 事
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館　名 氏　名 館　名 氏　名 館　名 氏　名 館　名 氏　名 館　名 氏　名 館　名 氏　名

芳川 柏澤 芳川 柏澤 今井 櫻井 今井 櫻井 安原地区 藤野 松南地区 川上

松南地区 川上 鎌田地区 小嶋

松南地区 川上 松南地区 川上

芳川 柏澤 芳川 柏澤 今井 櫻井 今井 櫻井 安原地区 藤野 松南地区 川上

城北 田中 城北 田中 入山辺 小笠原 入山辺 小笠原 松南地区 川上 鎌田地区 小嶋

今井 櫻井 安原地区 藤野 鎌田地区 小嶋

芳川 柏澤 芳川 柏澤 今井 櫻井 今井 櫻井 安原地区 藤野 松南地区 川上

芳川 柏澤 芳川 柏澤 今井 櫻井 今井 櫻井 安原地区 藤野 松南地区 川上

城東 佐藤 第三地区 赤沼 第一地区 水野 第三地区 武井 寿台 坂井 白板 内藤

島内 上條 白板地区 内藤 新村 新村 和田 萩原 梓川 西牧 今井 上條

会長職 芳川 柏澤 芳川 柏澤 芳川 柏澤 今井 櫻井 安原地区 藤野 松南地区 川上

今井 櫻井 白板地区 内藤 奈川 忠地 本郷 橋本 神林 丸山 第二地区 早坂

城東 佐藤 第三地区 赤沼 第一地区 水野 第三地区 武井 寿台 坂井 白板 内藤

里山辺 小幡 里山辺 小幡 里山辺 小幡 里山辺 小幡 里山辺 小幡 里山辺 手島

里山辺 小幡 庄内地区 筒井 新村 新村 和田 萩原 梓川 西牧 今井 上條

島内 上條 白板地区 内藤 奈川 忠地 本郷 橋本 神林 丸山 第二地区 早坂

島内 上條 庄内地区 筒井 城北 小岩井 城北 小岩井 城北 小岩井 田川 荻原

新村 新村 新村 新村 庄内地区 梶山 松原 河内

大手 高野 入山辺 小笠原 松南地区 白澤 笹賀 山田 岡田 深井 波田 麻田

庄内地区 筒井 島立 伊藤 安原地区 藤野 大手 遠藤 東部 小澤 松原 河内

今井 櫻井 内田 丸山 四賀 藤松 芳川 柏澤 城北 小岩井 四賀 花村

寿台 坂井 安曇 百瀬 中山 鈴木 鎌田地区 小嶋 庄内地区 梶山 田川 荻原

城東 佐藤 第三地区 赤沼 第一地区 水野 第三地区 武井 寿台 坂井

芳川 柏澤 芳川 柏澤 今井 櫻井 今井 櫻井 安原地区 藤野 松南地区 川上

城北 田中 城北 田中 入山辺 小笠原 入山辺 小笠原 松南地区 川上 鎌田地区 小嶋

白板地区 内藤 大手 高野 内田 丸山 第一地区 水野 鎌田地区 小嶋 城北 小岩井

Ｒ６年度末に解散

　　年　度 Ｒ７年度

令和７年度　松本市公民館長会理事等　役職分担表(案)

長野県男女共同参画審議会

部落解放・人権政策確立要求
松本市実行委員会委員長
（公民館長会　会長）

①通常研修担当

②県外研修担当

中信公運協（評議員職）

松本市差別撤廃人権擁護
審議会（会長職）　同和

平和祈念式典実行委員会

館
長
会
研
修
担
当

教育文化センター
運営委員会

松本市青少年健全育成
市民大会実行委員会

学都松本推進協議会
事務局会議委員

館長会・主事会
連絡調整委員

松本市生活簡素化
実行委員会

明るい選挙推進協議会
　　　代議員２名

（うち役員候補者１名）

監事

Ｒ６年度

中信公運協（参与職）

豊かな環境づくり
松本地域会議

（松本地方事務所環境課）

Ｒ２年度 Ｒ３年度

　　　　役職名

Ｒ５年度Ｒ４年度

県公運協

“社会を明るくする運動”松本推進委
員会（会員）

まつもと文化遺産保存活用協議会
R4～

松本市学校部活動の地域クラブ活動へ
の移行検討協議会

R５～

学都松本子ども読書活動推進委員会
R元～
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令和６年度　松本市公民館主事会名簿

ブ

ロ

ッ

ク

公 民 館 名 氏　　名 役職

通

算

経

験

年

数

幹

事

長

副

幹

事

長

県

公

運

協

理

事

県

資

料

刊

行

委

員

中

信

公

運

協

評

議

員

ブ

ロ
ッ

ク

幹

事

事

務

局

土 屋 浩 昭 課長補佐 10

上 嶋 秀 俊 係長 15

小 岩 井 一 樹 主査 3

浅 井 勇 太 主査 7 〇

合 津 朋 実 主任 8

矢 嶋 美 智 子 主事 4

藤 澤 智 恵 美 主事 1

寺 社 下 奈 央 主事 0

清 水 春 生 主事 1

今 福 良 夢 事務員 0

中 野 浩 二 課長補佐 1

酒 井 謙 一 主査補 2

伊 藤 雄 太 主事 3

第 一 地 区 朝 倉 光 貴 主任 4 〇

第 二 地 区 栗 田 幸 信 係長 10.5 〇

第 三 地 区 深 澤 佐 恵 主任 1 〇

東 部 降 旗 一 博 主査 1

城 東 小 林 弘 幸 主査 1

白 板 地 区 片 桐 史 門 主事 2 〇

城 北 村 田 美 鈴 主事 0

安 原 地 区 奥 原 直 弥 主任 6

大 手 中 條 克 明 主任 6 〇 〇

鎌 田 地 区 髙 山 美 空 主事 1 〇

松 南 地 区 伊 藤 貴 浩 主任 4

庄 内 地 区 小 林 大 主事 2 〇

田 川 瀧 川 航 平 主任 3 〇

島 内 中 條 陽 主任 4

島 立 丸 山 直 紀 主事 0

新 村 塩 原 航 主査 0

和 田 北 澤 圭 祐 主事 1 〇

梓 川 安 藤 ひ か り 主事 1

波 田 小 松 一 成 主事 1

笹 賀 矢 口 竜 也 主事 2

神 林 丸 山 貴 大 主事 2 〇

今 井 赤 羽 絵 美 主事 0

安 曇 羽 田 大 樹 主査 6

奈 川 奥 原 美 鈴 主任 2 〇

芳 川 碇 浩 平 主事 0

寿 丸 山 稜 雅 主事 1 〇

寿 台 小 山 高 志 主査 4

内 田 保 科 黄 主任 3

中 山 宇 治 樹 主事 2

松 原 地 区 阿 部 優 磨 主事 0

岡 田 田 中 貢 治 主査 3.5

里 山 辺 市 橋 佑 磨 主事 0

入 山 辺 斉 川 史 徳 主任 1

本 郷 宮 下 慶 祐 主任 0

四 賀 浅 沼 喜 之 主事 1 〇

西
南
部

東
南
部

東
山
部

中
　
公

中 央

中
央
１

中
央
２

中
央
３

河
西
部
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令和７年度　松本市公民館主事会名簿

ブ

ロ

ッ

ク

公 民 館 名 氏　　名 役職

通

算

経

験

年

数

幹

事

長

副

幹

事

長

県

公

運

協

理

事

県

資

料

刊

行

委

員

中

信

公

運

協

評

議

員

ブ

ロ
ッ

ク

幹

事

事

務

局

小 嶋 克 巳 課長補佐 0

上 嶋 秀 俊 係長 16

浅 井 勇 太 主査 8

合 津 朋 実 主任 9

矢 嶋 美 智 子 主事 5

藤 澤 智 恵 美 主事 2

寺 社 下 奈 央 主事 1

今 福 良 夢 主事 1

中 村 香 奈 事務員 0 〇

村 井 瑞 規 事務員 0

横 山 宗 功 課長補佐 0

酒 井 謙 一 主査補 3

伊 藤 雄 太 主任 4

第 一 地 区 朝 倉 光 貴 主任 5 〇

第 二 地 区 栗 田 幸 信 係長 11.5

第 三 地 区 髙 波 佐 恵 主任 2 〇 〇

東 部 降 旗 一 博 主査 2

城 東 小 林 弘 幸 主査 2

白 板 地 区 武 本 健 太 郎 主事 0

城 北 村 田 美 鈴 主事 1 〇

安 原 地 区 奥 原 直 弥 主任 7

大 手 小 林 泰 主査 4

鎌 田 地 区 田 中 瑞 恵 主事 0

松 南 地 区 大 石 健 爾 主事 0

庄 内 地 区 飯 ヶ 濵 功 主事 0

田 川 瀧 川 航 平 主任 4 〇 〇

島 内 中 條 陽 主査 5 〇

島 立 丸 山 直 紀 主任 1

新 村 増 澤 賢 主事 0

和 田 北 澤 圭 祐 主事 2 〇

梓 川 安 藤 ひ か り 主事 2

波 田 小 松 一 成 主事 2 〇

笹 賀 矢 口 竜 也 主事 3 〇

神 林 羽 田 大 樹 主査 7

今 井 赤 羽 絵 美 主事 1 〇

安 曇 奥 原 裕 樹 主査 6

奈 川 奥 原 美 鈴 主査補 3

芳 川 碇 浩 平 主事 1

寿 丸 山 稜 雅 主事 2

寿 台 小 山 高 志 主査 5

内 田 保 科 黄 主任 4

中 山 宇 治 樹 主事 3

松 原 地 区 阿 部 優 磨 主任 1 〇

岡 田 田 中 貢 治 主査 4.5

里 山 辺 市 橋 佑 磨 主事 1

入 山 辺 斉 川 史 徳 主査 2 〇

本 郷 宮 下 慶 祐 主査 1 〇

四 賀 林 祥 平 主任 0

西
南
部

東
南
部

東
山
部

中
　
公

中 央

中
央
１

中
央
２

中
央
３

河
西
部
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松本市公民館運営審議会委員名簿 

 

根拠法令等 松本市公民館条例、松本市公民館運営審議会規則 

活 動 内 容 館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施につき調査

審議する。 

 

◎委員長 〇副委員長 

区分 氏  名 所   属   団   体   等 

学校教育 
 安藤 隆子 松本市立今井小学校長 

 馬場 英晃 松本市立大野川小･中学校長 

社会教育 

 吉川 篤明 長野県専修学校各種学校連絡会松本支部長 

 山岡 京子 愛らんど島内 会長 

 原   薫 株式会社柳沢林業 代表取締役 

〇 中田 安子 前 第三地区公民館長 

 輿 千津子 松本市町内公民館館長会 事務局長 

 中島 麻衣 地域づくり考房「ゆめ」 

 宮木 慧美 一般社団法人 KOKO 代表理事 

 米田 美優 信州大学 人文学部３年、館報全市版委員 

 山口  茂 公民館報全市版編集委員長 

 渡辺 直子 特定非営利活動法人 SOHO 未来塾 

家庭教育 
 矢野 麻美 松本市ＰＴＡ連合会 顧問 

 高山 未央 ママフェスまつもと 

有識者 
◎ 大蔵真由美 松本大学 教育学部 准教授 

 前田  豊 信州大学 人文学部 准教授 

公募者  松山 紘子 公募 

            （任期２年：令和７年８月１日から令和９年７月３１日まで） 

 

事務局 

 廣 田 圭 男 
松本市生涯学習課・中央公民館  

課長（館長） 

 上 嶋 秀 俊 
松本市生涯学習課・中央公民館  

社会教育推進担当 係長 

 浅 井 勇 太 
松本市生涯学習課・中央公民館  

社会教育推進担当  
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　　教育委員会組織図 　　（Ｒ７年４月１日）

地区公民館

波田給食センター担当

学 校 給 食 課

学務担当

学校支援室

　中学校（19校）

施設整備担当

（生涯学習課兼務）

学校施設担当
設備担当

　幼稚園（3園）  

建築担当

教 育 政 策 課

※表中の　　　　は課の位置付けです。

教育政策担当

中 央 図 書 館

マネジメント担当

学 校 教 育 課

教 育 委 員 会

事 務 局

教育研修センター

（市長部局の公共施設マネジメント課併任）

教 育 長

施設整備担当兼務

施 設 課

生 涯 学 習 課

　小学校（28校）

中 央 公 民 館

東部給食センター担当

学校ICT推進担当

学　　　　校

特別支援学校設置準備室

管理担当

生涯学習課

四賀給食センター担当

社会教育推進担当兼務

社会教育推進担当

生涯学習課

西部給食センター担当

梓川給食センター担当

事業担当
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中央公民館

あがたの森図書館

島内図書館

Ｍウイング文化センター

和田公民館

第一地区公民館

鎌田図書館

波田学校給食センター

城北公民館

中山公民館

美ケ原少年自然の家

寿公民館

地区公民館

芳川公民館

本郷公民館

内田公民館

生涯学習課

中央図書館

図書館分館

南部図書館

四賀学校給食センター

寿教育支援センター

神林公民館

東部学校給食センター

空港図書館

梓川学校給食センター

あがたの森文化会館

第三地区公民館

寿台公民館

波田公民館

安原地区公民館 入山辺公民館

今井公民館

松南地区公民館

岡田公民館

安曇公民館

笹賀公民館

城東公民館

奈川文化センター夢の森

同和教育集会所

寿台図書館

本郷図書館

梓川図書館

中山文庫

波田図書館特別支援学校設置準備室

西部学校給食センター

学校給食課

学校教育課

山辺教育支援センター

鎌田教育支援センター

教育政策課（
附
属
施
設
等
一
覧
）

鎌田地区公民館

第二地区公民館

ふれあいパーク乗鞍

波田教育支援センター

島立公民館

松原地区公民館

池上百竹亭

島内公民館

オンライン教育支援センター

新村公民館

梓川公民館

奈川公民館

里山辺公民館

四賀公民館

田川公民館

東部公民館

庄内地区公民館

教育文化センター

教育研修センター

学校支援室

大手公民館

白板地区公民館
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社会教育施設 

１ 松本市あがたの森文化会館 

地名を冠した地域の誇り、大正ロマンあふれる木造校舎 

市民や同窓生の熱意によって保存された建物は、今も多くの市民の学びの場として愛されています。 

位  置 松本市県３丁目１番１号 電 話 ３２-１８１２ 

概  要 

 あがたの森文化会館は、大正８年に開校した旧松本高等学校校舎の保存と活用のた

め、昭和５４年に開館しました。大正９年から１１年にかけて建築された本館と講堂

は、昭和２５年の松本高等学校廃止後も信州大学の文理学部・人文学部校舎として使

用されました。全国的に旧制高等学校の建物が少なくなっている中で、大正時代の木

造洋風建築がもっとも良好に保存されているものとされ、学校建築史上貴重な建造物

として重要文化財の指定を受けています。 

現在は、校舎を文化財として保存するとともに、市民の教育文化活動施設として活

用しています。（図書館併設） 

沿  革 

大正  7 年   

大正  8 年 4 月 

 

大正  9 年 8 月 

大正 11 年 9 月 

昭和 24 年 5 月 

 

昭和 48 年 4 月 

昭和 52 年 3 月 

 

昭和 54 年 10 月 

昭和 56 年 2 月 

平成 10～13 年 

平成 14～17 年 

平成 19 年 6 月 

平成 30～令和 2 年 

令 和 2～ 5 年 

松本市に高等学校設置決定 

松本高等学校設立、同年９月に松本中学校校舎を仮校舎として 

開校 

県町（現在地）に校舎（本館）が落成 

講堂が建てられ全校舎落成 

国立新制大学が発足、信州大学文理学部が設置される(松本高等

学校は 25年 3 月で廃止)。学部再編後は人文学部校舎となる 

人文学部が旭キャンパスに移り、校舎は閉鎖される 

松本市が建物及び敷地の一部を国から買い取り、文化財として

の保存と活用を決め、以後施設の補修等実施 

『あがたの森文化会館』として開館。公民館、図書館を併設 

本館、講堂が長野県宝に指定される 

講堂 保存修理工事実施 

本館 保存修理工事実施 

本館、講堂が重要文化財に指定される 

講堂 耐震補強工事実施 

本館 耐震補強工事実施 

文化財の種別 重要文化財 指定日 平成 19年 6 月 18 日 

名    称 旧松本高等学校本館・講堂 構    造 木造２階建て 

建物延面積 3,611.11 ㎡ 開     館 昭和 54年 10 月 1 日 

休  館  日 
毎週月曜日、12月 29 日～翌 1月 3日、日曜日以外の祝日（月曜日が祝日及び振替休

日の場合は月・火曜休館） 

⑴  施設内容 

区 分 部 屋 数 収容人員(人) 面 積 (㎡) 備 考 

ホ ー ル 1 300 331  

大 会 議室 4 60～90 454  

中 会 議室 8 30～45 526  

小 会 議室 5 15～25 181  
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⑵  使用料及び冷暖房料                        （単位：円） 

区  分 
午 前 午 後 夜 間 午前～午後 午後～夜間 全 日 上段：冷房料 

下段：暖房料 

（ 1 回 ） 9:00～12:30 13:00～17:00 17:30～22:00 9:00～17:00 13:00～22:00 9:00～22:00 

ホール 1,780 3,140 4,400 4,670 7,160 8,380 
3,240 

1,780 

大会議室   830 1,040 1,250 1,770 2,170 2,800 
1,460 

  830 

中会議室   730   940 1,150 1,580 1,980 2,530 
1,460 

  830 

小会議室   520   620   730 1,080 1,280 1,680 
― 

  410 

   ※ 冷暖房の１回とは午前、午後、夜間をそれぞれ単位とする 

   ※ 企業等が入場料等を徴収しないで使用する場合は２００／１００に相当する額、入場料 

等を徴収して使用する場合は２５０／１００に相当する額とする   

 

   ⑶  利用実績 

※ 令和４・５年度は耐震補強工事に伴い、本館北棟と南棟一部に貸館の制限あり。また、令和

５年度は講堂外壁塗装改修工事に伴い、８月～２月に講堂の貸館を制限。 

年

度 

利用者総数 

（人） 

利用総件数 

（件） 

減免団体利用件数 

（減免団体数）（件） 

使 用 料 

（円） 

R4 29,237 3,309 
2,809 

（218） 
2,809,600 

R5 29,237 3,335 
2,741 

（227） 
2,540,730 

R6 38,865 4,477 
3,666 

（159） 
3,636,490 
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    ２ 池上百竹亭 

呉服商・池上喜作が多くの文化人と交流を深めたゆかりの旧邸。茶道、華道等の生涯学習活動

や観光施設としてご活用いただけます。 

位  置 松本市丸の内１０番３１号 電 話 ３２－０１４１ 

概  要 

故池上喜作氏の遺族から建物の寄贈を受けて、住居、茶室、庭園等を整備し、市

民に広く施設の提供を行うことにより、教育文化活動の振興を図っています。 

また、松本城近傍の立地条件を活かし、観光施設としての活用に向け検討を進め

ています。 

開館時間 午前９時～午後９時 敷地面積 1,038.74 ㎡ 

施設面積 

（建物） 

居 宅   122.60 ㎡ 

茶 室      16.52 ㎡ 

施設面積 

（庭園） 

茶  庭    約 95.75 ㎡ 

日本庭園   約 216.00 ㎡ 

休 館 日 
月曜日（国民の祝日に関する法律に規定する休日にあたるときは、当該日以外の 

休日に当たらない最初の日）、12月 29 日～翌 1月 3日 

管理運営 

指定管理者制度を導入 

平成 19 年   (社)松本地域シルバー人材センターを指定管理者として管理委託 

平成 23～28 年 (一社)梓川ふるさと振興公社を指定管理者として管理委託 

平成 29 年～  (公社)松本地域シルバー人材センターを指定管理者として管理 

委託直営 

令和 7年～  生涯学習施設以外の幅広い活用に向けた検討を進めるため、暫定的 

に直営による施設管理を実施 

 

⑴  使用料及び器具使用料                         (単位：円) 

使用区分 午前 午後 夜間 午前～午後 午後～夜間 全日 

上座敷 500 700 900 1,100 1,400 1,800 

下座敷 500 700 900 1,100 1,400 1,800 

中の間 500 700 900 1,100 1,400 1,800 

茶室 3,240 3,240 3,240 6,180 6,180 8,900 

ストーブ 1 台 1 回 410 円 

※入場料等を徴収して使用するなど、営利を目的としたご利用の場合 

区 分 入場料徴収 営業目的 割増率 

上座敷・下座敷 

中の間・茶室 

✕ ○ 200/100 

○ ✕ 200/100 

○ ○ 250/100 

 

⑵  利用実績 

年度 
開館日 

（日） 

利用日 

（日） 

利 用 内 訳（件） 使用料 

（円） 公的団体等 文化団体 そ の 他 総  数 

R4 313 204 9 137 109 255 289,240 

R5 309 220 26 149 100 275 214,320 

R6 309 233 22 135 96 253 151,720 
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     ３ ふれあいパーク乗鞍 

様々な学習活動に対応した「ふれあいパーク乗鞍」は、周辺の豊かな自然を活用した幅広い学

習にご利用いただけます。 

位  置 松本市安曇４８５５番地１００ 電 話 ９３－１１２２ 

概  要 
旧安曇村時代に一般廃棄物最終処分場を当地に建設するにあたり、その影響を

少しでも緩和し、地域のコミュニティ形成の一助とする目的で建設されました。 

構  造 鉄骨造平屋建 敷地面積 11,997 ㎡ 

施設面積 979.15 ㎡ 建設費 318,627 千円 

施設内容 
多目的ホール、カルチャー教室、調理室、和室、事務室、団らんホ－ル、屋根付

広場、自転車置場、駐車場 

竣  工 平成 15年 3 月 31 日 開  館 平成 15年 4 月 1日 

開館時間 午前 9時～午後 9時 休 館 日 12 月 29 日～翌 1月 3日 

管理運営 
・平成 20年度から指定管理者制度を導入 

・指定管理者 ふれあいパーク乗鞍管理委員会 

 

⑴  使用料及び器具使用料 

区分 単位 金額(円) 

施設 

多目的ホール 

1 日 1 回 

1,020  

カルチャー教室 1,020  

畳室 1,020  

調理室 1,020  

全館 5,140  

器具 

陶芸窯 

1 回 

3,080  

土練機 1,020  

プロジェクター 1,020  

音響機器（一式） 1,020  

そば打ち道具（一式） 1,020  

 

⑵  利用実績 

年
度 

利用件数（件） 利用者数（人） 
使用料（円） 

有料 無料 総数 有料 無料 総数 

R4 8 147 155 141 1,677 1,818 22,950 

R5 14 203 217 172 2,596 2,768 18,720 

R6 13 241 254 168 2,563 2,731 22,880 
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   ４ 奈川文化センター夢の森 

奈川地区の拠点として、また都市農村交流による活性化促進施設として設置された本施設は、コ

ンベンションホールを活用した芸術・文化活動をはじめ、様々な学習活動にご利用いただけます。 

位  置 松本市奈川３３０１番地 電 話 ７９－２１２１ 

概  要 

旧奈川村時代に、村の活力低下や山村課題の解決のため、村の風土・文化にふ

さわしい価値観や自然を最大限に活かした、都会にはないゆとりとふれあいの里

を創造していく目的で建設されました。 

構  造 鉄筋コンクリート造３階建 敷地面積 17,456 ㎡ 

施設面積 2,448.61 ㎡ 建設費 1,199,300 千円 

施設内容 
コンベンションホール、会議室、調理室・図書室、和室、事務室、視聴覚室、茶

室、駐車場 

竣  工 平成 6年 6月 開  館 平成 6年 7月 14 日 

開館時間 午前 9時～午後 9時 休 館 日 12 月 29 日～翌 1月 3日、祝日 

 

⑴  使用料                                (単位：円) 

区分 
9：00～17：00 

（1 時間につき） 

17：00～21：00 

（1 時間につき） 
全日 

コンベンションホール 3,300 3,840 33,000 

1 階ホール 220 320 2,200 

2 階ホール 220 320 2,200 

会議室 220 320 3,300 

視聴覚室 540 760 7,700 

実習室 440 660 5,500 

研修室 440 660 5,500 

和室 440 660 5,500 

全館 5,500 7,700 55,000 

※ 冷房又は暖房を使用するときは、当該区分の定める額の 130/100 に相当する額 

 

⑵  利用実績 

年
度 

利用件数（件） 利用者数（人） 
使用料（円） 

有料 無料 総数 有料 無料 総数 

R4 7 404 411 70 3,402 3,472 2,200 

R5 6 681 687 60 3,719 3,779 2,640 

R6 3 844 847 30 3,879 3,909 1,540 

 

 

 

 

自然と歴史に親しむ講座（岡田公民館）  
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公民館施設一覧 

名  称 位  置 沿   革 
公民館 

床面積（㎡） 

中 央 公 民 館 
中央 1丁目 18番 1 号 
(32-1132) 

大正 6年 10 月 
昭和 22 年 4 月 
昭和23年 10月 
昭和 27 年 6 月 
昭和 34 年 4 月 
昭和 40 年 5 月 
昭和 41 年 7 月 
昭和 60 年 4 月 
 
平成 11 年 4 月 
 
 
 
 
 
 
平成 12 年 4 月 
 

松本市公会堂として建築 
松本市公民館として発足 
松本市第 1公民館と呼称 
松本市公民館と呼称 
松本市中央公民館と呼称 
解体のため仮事務所へ移転 
厚生文化会館へ移転 
厚生文化会館の廃止に伴い独
立館として発足 
中央西開発ビル公益施設内へ
移転、新たに女性センターを
設置、働く婦人の家を付属施
設とし、勤労青少年ホーム業
務を労政課から移管 
※勤労青少年ホーム 松本市芳野 4－1 
※働く婦人の家 松本市中央 4－7－28 

女性センター、働く婦人の家
を男女共生課へ移管 

5,381.55 

第一地区公民館 
中央 1丁目 18番 1 号 
(2-1550) 

平成 22 年 4 月 
Ｍウイング内に地区公民館
（事務室のみ）として発足 

104.39 

第二地区公民館 
本庄 2丁目 3番 23 号 
(39-3601) 

平成 10 年 4 月 地区公民館として発足 706.86 

第三地区公民館 
中央 4丁目 7番 28 号 
(36-7040) 

昭和54年 10月 
 
平成 20 年 4 月 

中央公民館分館（あがたの森
公民館）として発足 
地区公民館として発足 

445.97 

東 部 公 民 館 
女鳥羽 2丁目 1番 25 号 
(36-8565) 

平成 9年 4月 地区公民館として発足 632.72 

城 北 公 民 館 
開智 2丁目 3番 39 号 
(38-0120) 

平成 12 年 4 月 同上 700.04 

大 手 公 民 館 
大手 3丁目 8番 1号 
(39-5711) 

平成 14 年 7 月 同上 603.27 

安原地区公民館 
旭 2丁目 11 番 13 号 
(39-0701) 

平成 13 年 1 月 同上 660.58 

城 東 公 民 館 
元町 3丁目 7番 1号 
(34-0191) 

平成 11 年 4 月 同上 725.13 

白板地区公民館 
城西 1丁目 6番 17-3 号 
(35-7740) 

昭和 57 年 6 月 
平成 27 年 4 月 
 

同上 
移転、北部から白板地区へ名
称変更 

696.73 

田 川 公 民 館 
渚 3丁目 2番 7号 
(27-3840) 

平成 13 年 4 月 地区公民館として発足 670.45 

庄内地区公民館 
出川 1丁目 5番 9号 
(24-1811) 

平成 18 年 4 月 同上 1,003.64 

鎌田地区公民館 
両島 5番 50 号 
(26-0206) 

昭和 59 年 6 月 
平成 27 年 4 月 

同上 
西部から鎌田地区へ名称変更 797.31 

松南地区公民館 
芳野 4番 1号 
(26-1083) 

昭和 62 年 4 月 
平成 26 年 4 月 

地区公民館として発足 
南部から松南地区へ名称変更 

2,060.24 
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併設施設 
改修状況等 エレベーター 

設置状況 
備  考 

構造 竣工年度 改修年度 

松本市ジェンダー平等センター 
中央保健センター 
体育館 
第一地区福祉ひろば 
第一地区公民館 

Ｓ 
地上 7Ｆ地下 1Ｆ 

平成 
10 年度 

 
平成 
10 年度 

Ｍウイング（官
民共有施設）内
に設置 

福祉ひろば 
ＲＣ 
２Ｆ 

平成 
9 年度 

 
平成 
9 年度 

 

福祉ひろば 
Ｓ 
２Ｆ 

平成 
19 年度 

 
平成 
19 年度  

デイサービスセンター 
福祉ひろば 

Ｓ 
２Ｆ 

平成 
8 年度 

 
平成 
8 年度 

 

福祉ひろば 
ＲＣ 
２Ｆ 

平成 
11 年度 

 
平成 
23 年度 

 

同上 
ＲＣ 
２Ｆ 

平成 
14 年度 

 
平成 
14 年度 

 

同上 
ＲＣ 
２Ｆ 

平成 
12 年度 

 
平成 
12 年度 

 

北部地域包括支援センター 
北部ヘルパーステーション 
北部保健センター 

ＲＣ 
３Ｆ 

平成 
10 年度 

 
平成 
10 年度 

ふくふくらい
ず内に設置 

 
 
 

ＲＣ 
２Ｆ 

平成 
26 年度 

 
平成 
26 年度 

 

 
ＲＣ 
２Ｆ 

平成 
12 年度 

 
平成 
12 年度 

 

体育館 屋内プール 
トレーニングルーム 

ＲＣ 
地上４Ｆ地下２Ｆ 

平成 
17 年度 

 
平成 
17 年度 

ゆめひろば庄
内内に設置 

図書館 体育館 
福祉ひろば 児童センター 

ＲＣ 
２Ｆ 

昭和 
59 年度 

平成 
26年度 

平成 
26 年度 

 

青少年ホーム 
図書館 
体育館 

ＲＣ 
３Ｆ 

平成 
元年度 

令和 
5 年度 

平成 
元年度 

なんなんひろ
ば内に設置 
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名  称 位  置 沿   革 
公民館 

床面積（㎡） 

島 内 公 民 館 
大字島内 4970 番地 1 

(0263-47-0264) 

昭和 29 年 4 月 

昭和 34 年 4 月 

合併によって分館として発足 

地区公民館として発足 
1,115.22 

中 山 公 民 館 
大字中山 3746 番地 1 

(0263-58-5822) 
 同上 742.67 

島 立 公 民 館 
大字島立 3298 番地 2 

(0263-47-2049) 
 同上 714.62 

新 村 公 民 館 
大字新村 2179 番地 7 

(0263-48-0375) 
 同上 523.42 

和 田 公 民 館 
大字和田 2240 番地 31 

(0263-48-5445) 
 同上 590.13 

神 林 公 民 館 
大字神林 1557 番地 1 

(0263-58-2039) 
 同上 662.00 

笹 賀 公 民 館 
大字笹賀 2929 番地 

(0263-58-2046) 
 同上 1,321.97 

芳 川 公 民 館 
野溝東 2丁目 10番 1 号 

(0263-58-2034) 
 同上 960.06 

寿 公 民 館 
大字寿豊丘 424 番地 

(0263-58-2038) 
 同上 709.81 

寿 台 公 民 館 
大字寿豊丘 649 番地 1 

(0263-58-6561) 
昭和 51 年 9 月 地区公民館として発足 702.82 

松原地区公民館 
松原 39 番地 1 

(0263-57-2322) 
平成 22 年 4 月 同上 481.05 

岡 田 公 民 館 
大字岡田町 517 番地 1 

(0263-46-2313) 

昭和 29 年 8 月 

昭和 34 年 4 月 

合併によって分館として発足 

地区公民館として発足 
717.10 

入山辺公民館 
大字入山辺 1509 番地 1 

(0263-32-1389) 
 同上 912.90 

里山辺公民館 
大字里山辺 2943 番地 1 

(0263-32-1077) 

昭和 29 年 8 月 

昭和 34 年 4 月 

令和 4年 4月 

 

同上 

教育文化センター内から移転 

1,107.37 

今 井 公 民 館 
大字今井 2231 番地 1 

(0263-59-2001) 
 同上 1,121.72 

内 田 公 民 館 
大字内田 2203 番地 1 

(0263-58-2494) 

昭和 35 年 4 月 

 

合併によって地区公民館とし

て発足 
504.98 

本 郷 公 民 館 
浅間温泉2丁目9番 1号 

(0263-46-1500) 
昭和 49 年 5 月 同上 1,083.73 

四 賀 公 民 館 
会田 1001 番地 1 

(0263-64-3112) 
平成 17 年 4 月 同上  

安 曇 公 民 館 
安曇 2741 番地の 1 

(0263-94-2301) 
 同上 774.86 

奈 川 公 民 館 
奈川 3301 番地 

(0263-79-2121) 
令和 7年 2月 

奈川文化センター夢の森内に

移転  

梓 川 公 民 館 
梓川梓 2285 番地 1 

(0263-78-3000) 
 同上 1,432.00 

波 田 公 民 館 
波田 4417 番地 1 

(0263-92-2268) 

平成 22 年 3 月 

平成 29 年 7 月  

同上 

波田支所内に移転 
1,413.54 

併設施設は敷地内の施設を掲載   参考  ―公民館設置基準面積― 
      1,200 世帯まで  450 ㎡（床面積） 1,200～5,000 世帯まで  660 ㎡（床面積） 
      5,000 世帯以上  900 ㎡（床面積）    ※出張所管内は出張所面積分 50㎡増 
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併設施設 
改修状況等 エレベーター 

設置状況 備  考 
構造 竣工年度 改修年度 

出張所 図書館 福祉ひろば 
河西部地域包括支援センター 
デイサービスセンター 

ＲＣ一部Ｓ 

１Ｆ 
平成 

9 年度 
   

出張所 福祉ひろば 
ＲＣ 

２Ｆ 
平成 

13 年度 
 

平成 

13 年度 
 

出張所 体育館 
ＲＣ 

２Ｆ 
昭和 

63 年度 
 

平成 

21 年度 
 

出張所 福祉ひろば 
ＲＣ 

２Ｆ 
平成 

8 年度 
 

平成 

25 年度 
 

出張所 福祉ひろば 
ＲＣ 

２Ｆ 
昭和 

62 年度 

平成 

30年度 

平成 

30 年度 
 

出張所 福祉ひろば 体育館 

農村広場 

ＲＣ 

２Ｆ 
昭和 

57 年度 

平成 

24年度 

平成 

24 年度 
 

出張所 福祉ひろば 
ＲＣ 

２Ｆ 
昭和 

61 年度 

平成 

29年度 

平成 

20 年度 

農村環境改善

センター 

出張所 福祉ひろば デイサー
ビスセンター 体育館 南部屋
内庭球場 

ＲＣ 

２Ｆ 
平成 

4 年度 
 

平成 

18 年度 
 

出張所 福祉ひろば 体育館 
ＲＣ 

２Ｆ 
昭和 

62 年度 
 

平成 

22 年度 
 

図書館 
ＲＣ 

２Ｆ 
平成 

2 年度 
 

平成 

24 年度 
 

福祉ひろば 
Ｓ 

１Ｆ 
平成 

21 年度 
   

出張所 福祉ひろば 体育館 
ＲＣ 

２Ｆ 
平成 

元年度 
 

平成 

17 年度 
 

出張所 
ＲＣ 

２Ｆ 
昭和 

54 年度 

平成 

16年度 

平成 

16 年度 
 

出張所 福祉ひろば 
ＲＣ 

２Ｆ 
令和 

4 年度 
 

令和 

4 年度  

出張所 福祉ひろば 体育館 
ＲＣ 

２Ｆ 
昭和 

59 年度 

平成 

27年度 

平成 

19 年度 

農村環境改善

センター 

出張所 福祉ひろば 
ＲＣ 

２Ｆ 
昭和 

61 年度 

平成 

28年度 

平成 

28 年度 
 

支所 図書館 
ＲＣ 

２Ｆ 
平成 

5 年度 
 

平成 

16 年度 
 

保健福祉センター 
ＲＣ 

３Ｆ 
平成 

14 年度 
 

平成 

14 年度 

支所内に事務

室のみ設置 

 
ＲＣ 

２Ｆ 
昭和 

53 年度 

平成 

20年度 

平成 

20 年度 

基幹集落セン

ター 

 
ＲＣ 

３Ｆ 
平成 

6 年度 
 

平成 

6 年度 
 

 
ＲＣ 

２Ｆ 
昭和 

50 年度 

平成 

22年度 

平成 

22 年度 
 

 
ＳＲＣ 

２Ｆ 
昭和 

50 年度 
 

平成 

9 年度 
 

 

361



 
 

利用状況並びに活動状況 
 ⑴ 中央公民館の利用状況 

年 度 

総  数 公 民 館 M ウイング文化センター 

利用件数 

（件） 

利用人数 

（人） 

利用件数 

（件） 

利用人数 

（人） 

利用件数 

（件） 

利用人数 

（人） 

R4 4,378 103,338 3,991 96,825 387 6,513 

R5 4,818 112,538 4,304 101,037 514 11,501 

R6 4,865 157,108 4,349 147,672 516 9,436 

  

 ⑵ 中央公民館の活動状況                           

年度 

学級・講座・講演会・展示会等 芸術文化 

健康福祉 

スポーツ 
環境問題 

子ども・青少年 

教 育 

人権平和 

男女共同参画 

地域づくり 

まちづくり 
趣味・教養 地域文化 芸術文化祭 

R4 
事業 2 ― ― 7 3 ― 3 1 

人 183 ― ― 1,679 213 ― 146 16,532 

R5 
事業 2 ― 1 7 3 ― 1 1 

人 192 ― 360 1,811 135 ― 130 22,264 

R6 
事業 2 ― 1 7 2 ― 1 1 

人 58 ― 398 2,694 75 ― 137 23,662 

 

 

 ⑶ 地区公民館活動状況の変移 

年度 

利用件数（件） 利用人数（人） 

利用総件数 

公民館活動以外の利用 

公民館活動

の利用件数 

公民館活動利用人数 

件数（貸館分） 学級・講座 

総数 有料 無料 成人 女性 高齢者 

①+② ①=Ａ+Ｂ Ａ Ｂ ② Ｃ Ｄ Ｅ 

R4 46,681 41,355 536 40,819 5,326 13,794 805 3,259 

R5 50,410 44,444 555 43,889 5,966 18,829 958 3,826 

R6 54,975 47,977 574 47,403 6,998 15,502 839 3,234 
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芸術文化活動 各 種 集 会 ・ 研 修 会 等 

参加合計 
お城盆踊り 

公 民 館

活動発表 

課題別集会 

まちづくり集会 

公民館 

研究集会 

町内公民館 

関係 

団体育成 

関係 

１ １ 78 1 27 ― 121 

300 597 1,540 430 253 ― 21,873 

1 1 79 1 20 ― 117 

1,351 1,249 2,246 470 386 ― 23,851 

1 1 88 1 20 ― 125 

963 822 2,156 330 289 ― 31,584 

 
 

 
 

利用人数（人） 

公民館活動利用人数 公民館活

動以外の

利用人数 

（貸館分） 

利用 

総数 
学級・講座 諸集会・会議等 公民館活

動の利用

人数 家庭教育 青少年 その他 体育 文化 その他 

Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ ③Ｃ～Ｋ ④ ③+④ 

2,082 5,661 5,690 10,252 21,731 21,551 84,825 368,608 453,433 

3,150 6,393 5,908 11,504 21,789 30,941 103,298 435,391 538,689 

3,312 10,631 11,842 12,630 23,995 34,356 116,341 452,321 568,662 
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 ⑷ 令和６年度 地区公民館活動状況 

公民館名 

利 用 件 数（件） 利用人数（人） 

利 用 

総件数 

公民館活動以外の利用件数 

（貸館分） 公民館活動

の利用件数 

公民館活動利用人数 

学 級 ・ 講 座 

総 数 有 料 無 料 成人 女性 高齢者 

①＋② ①＝Ａ＋Ｂ Ａ Ｂ ② Ｃ Ｄ Ｅ 

第一地区公民館 ５２ 0 0 0 ５２ 371 15 0 

第二地区公民館 1,466 1,300 37 1,2６３ 166 1,092 0 237 

第三地区公民館 6,049 5,145 85 5,060 904 983 0 403 

東 部 公 民 館 1,534 1,4８１ ５ 1,4７６ ５３ 1,166 0 0 

城 北 公 民 館 １，６１１ 1,457 １ 1,4５６ １５４ 0 0 0 

大 手 公 民 館 1,6５０ 1,５４１ ４ 1,５３７ 1０９ ５６０ ０ 0 

安原地区公民館 1,８２９ 1,５２３ １１０ 1,４１３ ３０６ ８４６ 0 0 

城 東 公 民 館 2,７８０ 2,７２３ ０ 2,７２３ 5７ １０７ 0 0 

白板地区公民館 1,34９ 1,2８９ ４ 1,2８５ 6０ ６０９ ２０ 0 

田 川 公 民 館 1,６８９ 1,４１８ ２ 1,４１６ 2７1 7６８ 0 0 

庄内地区公民館 2,７０２ 2,４６８ １６ 2,４５２ ２３４ １４４ 0 0 

鎌田地区公民館 2,６２１ 2,５２６ ３４ 2,4９２ ９５ 1,７７０ 0 0 

松南地区公民館 4,５２３ ４,０５５ １１５ 3,９４０ ４６８ 0 0 0 

島 内 公 民 館 1,９２３ 1,7９１ 0 1,7９１ 13２ 5４４ 0 10１ 

中 山 公 民 館 726 577 3 574 149 6４７ ５８７ ８８０ 

島 立 公 民 館 1,1００ 1,０００ ３3 96７ 1００ 0 0 １４２ 

新 村 公 民 館 6４２ 5３４ １ 5３３ ９０ １４０ １8 ３６ 

和 田 公 民 館 4２３ 3７２ ４ 3６８ ５１ ７４３ ５0 0 

神 林 公 民 館 ６４７ ６０１ ０ 6０１ ４６ 0 0 １５ 

笹 賀 公 民 館 1,８６０ 1,7２０ ４ 1,7１６ 140 1,７２３ 0 0 

芳 川 公 民 館 1,7６８ 1,４２2 35 1,3８７ 3４６ 0 0 ５０４ 

寿 公 民 館 ７４７ ６８２ １４ ６６８ ６５ 0 0 0 

寿 台 公 民 館 1,4５２ 1,3７６ ２ 1,3７４ 7６ ２７８ 0 0 

松原地区公民館 1,9４８ 1,82４ 0 1,8２４ 1２４ １３５ 0 ３０ 

岡 田 公 民 館 ６６７ ６０６ ０ ６０６ ６１ ２０６ 0 0 

入 山 辺 公 民 館 9５１ 8６１ ２ 8５９ ９０ 142 0 0 

里 山 辺 公 民 館 1,００７ ９９６ 0 ９９６ １１ ９５ ０ ０ 

今 井 公 民 館 ６３６ ５２９ ２ ５２７ １０７ ５３ 0 ５３ 

内 田 公 民 館 457 4１８ １ 4１７ ３９ ２５ 0 ４５ 

本 郷 公 民 館 2,８２３ 2,７８０ 2３ 2,７５７ ４３ 1２２ 0 ０ 

四 賀 公 民 館 ４６ 0 0 ０ ４６ ５５２ ０ ７２ 

安 曇 公 民 館 18１ 1１９ 0 １１９ ６２ ４８１ 0 0 

奈 川 公 民 館 ８４７ ２２８ ３ 22５ ６１９ ７６８ １４９ 0 

梓 川 公 民 館 ２,１８５ ２,０３８ ２６ ２,０１２ １４７ １６５ 0 5１３ 

波 田 公 民 館 2,１０２ ５７７ ８ ５６９ 1,５２５ ２６７ 0 ２０３ 

合   計 5４,９７５ 4７,９７７ ５７４ 4７,４０３ ６,9９８ 1５,５０２ ８３９ 3,２３４ 
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利 用 人 数（人） 

公民館活動利用人数 公民館活動

以外の利用

人数（貸館分） 

利用 

総数 
学 級 ・ 講 座 諸集会・会議等 公民館活動

の利用人数 家庭教育 青少年 その他 体 育 文 化 その他 

Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ ③Ｃ～Ｋ ④ ③＋④ 

０ 148 0 0 0 ８５ ６１９ 0 ６１９ 

0 0 0 1０４ ７０４ 4９８ 2,６３５ １０,516 1３,０６０ 

４７ ２,５０９ 0 ３９ 2,256 1,０６５ ７,３０２ ４１,１９８ ４８,５００ 

0 3５１ 0 ９３ １７５ 0 1,７８５ １０,２２９ 1２,０１４ 

0 0 ４８９ ０ ０ 2,４８９ ２,９７８ 13,２６２ 1６,２４０ 

５６ １１０ ６６ ５０ ８５ ６３４ １,５６１ 1４,９２５ 1６,４８６ 

0 0 0 ７８０ ５４５ 1,８３９ ４,０１０ 1２,２８７ 16,２９７ 

９２ ２２３ ０ ６ ３４ ３５９ ８２１ ２０,２９９ 2１,１２０ 

0 ６５ 0 0 ７９ ４４２ 1,215 １０,１３１ 1１,３４６ 

０ ３３３ 0 1,３３４ 67４ 1,３４８ 4,４５７ 12,６８６ 1７,１４３ 

２７８ ７８５ ５２６ 0 1,564 ５８９ ３,８８６ 2３,０２１ 2６,９０７ 

0 ８３５ 0 ４８ 0 ３６ 2,６８９ 23,８００ 26,４８９ 

３０ ７ ３０９ 7１ 0 ４,０２３ ４,４４０ ４０,３６４ 4４,８０４ 

9４０ 176 ６８４ ２４０ 7,800 622 １１,１０７ １９,０２０ 3０,１２７ 

0 ３５８ ６０ １００ ２５ １３５ 2,７９２ 3,7８２ 6,５７４ 

１０５ １４５ １６ ６５３ ４４５ ７６９ 2,２７５ 9,3０６ 11,５８１ 

0 １２２ 0 2１７ ９８３ ６３５ 2,１５１ ５,６６０ ７,8１１ 

0 ３６４ 0 １４５ １６０ 0 1,4６２ 4,７１２ 6,１７４ 

０ 0 ５３ １６５ ５４ ４０１ ６８８ 6,９９０ ７,６７８ 

７７７ ３００ 0 ５８ １１７ 8７ ３,０６２ 2０,５６５ 2３,６２７ 

6８０ 1６１ ２２ ５４２ ２５３ 2,６３３ ４,７９５ 1３,５７５ 18,３７０ 

0 0 ８６ 0 ２０９ 1,７６４ 2,0５９ 6,１５４ 8,２１３ 

0 ５４ １４ １７１ 9４ ７３ ６８４ 9,４１８ １０,１０２ 

0 ８２５ ２ １０８ ４９１ １６８ 1,７５９ 1３,９５１ 15,７１０ 

1１６ 5８ 0 3８ 3８２ 2,3０９ 3,１０９ 6,１４３ 9,２５２ 

0 2９５ ０ ５５２ 5１２ ６０４ ２,１０５ 1１,４４１ 1３,５４６ 

0 ３８ 0 27０ ７８ ２７６ ７５７ 1３,７３０ 1４,４８７ 

0 ２１０ ２２３ １５８ ２４１ ９８６ 1,９２４ ６,７１４ ８,６３８ 

１８ ９３ ６６ １７２ ６５７ １３８ 1,２１４ ３,９４８ 5,１６２ 

0 ６３ 1,095 ９９ ８１ 2４９ 1,７０９ 2２,３４４ 24,０５３ 

０ 448 4,308 ２０４ ２９１ 5,500 1１,37５ 0 1１,3７５ 

0 ９６ 0 ５ 4６ ８２ ７１０ 1,2９６ 2,００６ 

0 ６１５ 0 １６ ３１ ２７ 1,６０６ 2,3０３ 3,９０９ 

３７ ４６ ７９０ 0 10８ 1５８ 1,８１７ 2７,３２５ 2９,１４２ 

１３６ ７９８ 3,033 ６,１９２ 4,８２１ 3,３３３ 1８,７８３ 1１,３１７ 3０,１００ 

3,３１２ 10,631 11,842 12,630 23,995 34,356 1１６,３４１ 4５２,３２１ 5６８,６６２ 
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松本市公民館関係略年表
※項目前の数字は月をあらわす

取り巻く状況　＊県　☆国ほか　無印は松本市

Ｓ21  1　社会教育課新設

 1　寺中作雄「公民教育の振興と公民館の発想」☆

 7　文部次官通牒「公民館の設置・運営について」
　　（寺中構想）☆

 9  県依命通牒「町村公民館の設置並びに運営について」＊

11　「日本国憲法」公布☆

11　松筑公民館設置

22  4　松本市公会堂を松本市公民館と改称  3　教育基本法公布☆

 8　第１回お城盆踊り開催  9　市立図書館にアメリカ民間読書室（ＣＩＥ）設置

23  2　ＣＩＥ読書室が図書館から松本市公民館へ移る  6　社会教育法制定☆

10　松本市公民館を第１公民館と呼称、第２公民館を大名町に開
    館（30年12月焼失）

11　社会教育課を廃止し文教課を設置

24  1　松本市ナトコ運営協議会設置

11　松本市公民館使用条例を廃止し松本市公民館条例制定

12　松本市公民館運営審議会発足

25  7　第１回成人学校を開設（この地方では初めて、全国では川崎
    市に次いで２番目）

 3　長野県公民館運営協議会結成＊

26  6　再び社会教育課設置

27  5　松本市視聴覚教育協議会発足  6　中央教育審議会設置☆

 6　松本市第１公民館を松本市公民館と改称  7　社会教育主事講習職員１名派遣

11　芳川村公民館で第１回婦人学級開催 11　教育委員会発足

11　松本市において第１回長野県公民館大会開催 11　社会教育課に公民館係設置

28  8　青年学級振興法制定☆

29 4～8
    合併により旧村役場は出張所に、役場内に併設の公民館は分
    館として位置付けられる

 4　島内・中山・島立が松本市と合併
 8　新村・和田・神林・笹賀・芳川・寿・岡田・入山辺・里山
　　辺・今井が松本市と合併

30  6　神林地区青年、演劇サークル「あざみ会」結成

 8　中央公民館に専任の館長おかれる

32  4　入山辺図書館の分室16か所に設置される

ー　町内公民館の建設費助成を開始

34  3　松本市公民館報創刊  4　社会教育法一部改正☆

 4　松本市公民館を松本市中央公民館と改称、各分館は地区公民
    館として位置づけられ再発足

 5　松本市役所庁舎完成

 4　松本市公民館条例施行規則制定 12　文部省「公民館の設置及び運営に関する基準」☆

35  3　公民館報（全市版）発刊  4　内田が松本市と合併

 4　松本市公民館関係者研修会開催（町内公民館活動について話
　　し合われる）

ー　教育委員会で『松本市における市街地の現況～社会教育調査
　　資料』を発刊

 4　各町内公民館に平均 5,000円を配布

 4　内田公民館発足

11　市民芸術祭として第１回芸術文化祭開催

ー　第１回松本市公民館大会開催（38年まで）

ー　神林地区が県の同和教育モデル地区に指定

36  3　神林公民館館報「かんばやし」で同和教育特集号掲載  9　長野県公民館研究集会開催＊

 4　中央公民館（事業機関）、社会教育課（条件整備）の範囲明
 　 確化

37  9　第１回「松本市婦人のつどい」開催

38  4　松本市公民館長会規約を定める

39  4　松本市公民館使用条例、松本市公民館条例、同施行規則を廃
    止、新たに松本市公民館条例・同施行規則制定

 3　新産業都市構想

 4　公民館委員が制度化される（任意設置）  4　出張所縮小と職員の引き上げ

 9　社会教育課で第１回地区公民館巡回懇談会開催、『地区公民
    館の現状報告』をまとめる

－　文部省の家庭教育学級補助制度はじまる☆

ー　松本市町内公民館建設補助金交付要綱が制定

ー　家庭教育学級が各公民館ではじまる

40  4　松本市で社会教育委員制度発足

ー　ユネスコで学習宣言、ポールラングランが「生涯教育」を提
　　唱★

41  7　厚生文化会館落成、中央公民館は厚生文化会館に移転 ー　市青連芸術文化祭はじまる

42  5　松本市婦人会「21世紀松本諏訪地方未来像シンポジウム」を
    開催

 9　全国公民館連合会「公民館のあるべき姿と今日的指標」☆

43  4　町内公民館学級振興業務委託内規制定（2,000円・58館）

11　寿地区一周駅伝大会はじまる

44  3　中央公民館で『成人学校のあゆみ』発刊  7　同和対策事業特別措置法公布☆

45  3　公運審「松本市公民館運営に関する諮問」  4　社教審答申「急激な社会構造の変化に対処する社会教育のあ
    り方について」☆

 6　公運審「松本市公民館運営に関する諮問」の答申 12　同和対策審議会答申「松本市における同和対策はいかにある
    べきか」

46  4　主事研修会が月２回の定例化  4　松本市第一次基本計画策定（市内を８つの行政ブロックに分
    け各１館のコミュニティセンターを設置する構想）

 5　全市事業の情報紙「公民館ニュース」創刊

ー　公運審へ「都市化に対応する公民館のあり」諮問

 8　地区公民館主事連名で主事の専任化について陳情

47  1　同和教育市民テキスト第１集刊行  7　ユネスコ第３回世界成人教育会議が東京で開催☆

年 松本市公民館のあゆみ
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 4　公民館主事が専任化される

47  4　同和教育学級講座（県費補助）始まる

 8　公運審答申「都市化に対応する公民館のあり方」

11　中央公民館「ろうあ者成人学校」はじまる

ー　今井公民館報で地域課題特集はじまる

48  4　新任主事研修会はじまる  5　松本市勤労青少年ホームオープン

12　公民館主事会で「松本市公民館実態白書」刊行 12　松本市生活簡素化実行委員会結成

ー　芳川公民館で保育付母親学級がはじまる

49  6　松本市公民館制度研究委員会発足（館長会・補佐会各３名、
    主事会４名、社会教育課５名）

 4　社教審建議「在学青少年に対する社会教育のあり方」☆

 8　主事会新聞発刊  4　社会教育課に同和教育係設置

12　制度研究委員会第１年次報告「公民館充実をめざして」（配
    置・器具器材・職員態勢主事）

 5　本郷村が松本市と合併

50  2　主事会で教育長に勤務体制・専門職制の確立を要求  1　社会教育委員会答申「公民館の条件整備のすすめ方につい
    て」

 7　社会教育主事講習受講機会拡大（２名） ー　国連婦人10年（～60年）☆

 8　『松本の住民運動と住民の学習』発刊

11　公民館主事のつくった学習資料「市民のくらし－その実態」
    発刊

51  3　制度研究委員会第２年次報告「公民館充実をめざして」
    （職員態勢館長・制度改善・町内公民館活動）

 3　第二次基本計画（コミュニティセンター構想を再検討）

 3　「町内公民館活動のてびき」発刊  4　内田地区の「ささら踊り」を松本市の重要無形文化財第１号
    に指定

 5　教育委員会組織規則改正、公民館主事（社会教育主事有資格
    者）が専門職として位置づけ

 9　部落解放都市宣言

 9　寿台公民館開館、芳川公民館・出張所移転

52  3　制度研究委員会第３年次報告「公民館充実をめざして」
    （施設、町内公民館）

 3　松本市婦人国内研修はじまる

10　公運審諮問「公民館事業実施にかかる経費等について」

11　公運審答申「公民館事業実施にかかる経費等について」

53  4　町内公民館振興業務委託料、１町会10,000円となる  5　文部省「生涯教育の実施状況等に関する実態調査」を発表☆

 4　公民館主事に調整給支給される

12　主事宿泊研修が県外研修となる

54  2　公民館報全市版 100号記念（この号のみ８ページ）  6　中教審答申「地域社会と文化について」☆

 3　第１回公民館学級終了生作品展開催

 4　町内公民館振興業務委託料傾斜配分
    （平均15,000円、最高30,000円）

 7　松本市町内公民館館長会発足（９月に第１回研修会を開催）

10　あがたの森文化会館内にあがたの森公民館開館

55  3　「松本市芸術文化祭20年の歩み」刊行  4　神奈川県茅ヶ崎市で市民の手でつくったはじめての公民館が
    開館☆

 4　館報ことぶき縮刷版刊行

 5　入山辺公民館改築（社会教育課による地区公民館の整備事業
    開始）

 7　和田出張所内に公民館図書室開設

56  2　あがたの森（旧制高等学校校舎）が県宝に指定  3　第三次基本計画（コミュニティセンター構想を廃止、現施
    設の拡充と市街地東西南北に公民館設置となる＝22館構想）

 5　芝沢公民館開館（新村・和田の両公民館が分館となる）  6　中教審答申「生涯教育について」☆

11　松本市公民館大会が開催直前で中止

11　山辺歴史研究会『山辺の民話』発刊

57  3　島内公民館改築  5　県、生涯教育の推進構想＊

 4　公民館条例施行規則公民館委員に文化委員が新設 ー　松本にカルチャーセンター（松本中日文化センター）オープ
    ン

 4　町内公民館振興業務委託料、１町会あたり30,000円の一律配
    分

 6　北部公民館開館

58  2　公民館委員が条例施行規則上必置となる  1　本郷村誌刊行

 4　町内公民館振興業務委託料、１町会あたり27,000円 11　教育文化センター開館

 5　神林公民館改築

11　里山辺公民館が教育文化センター内に併設される

59  3　館報よしかわ縮刷版刊行
 5　松本女性史の会『買

トル

春
コ

許すまじ』発刊
 4　町内公民館振興業務委託料、１町会あたり26,000円  8　臨時教育審議会設置☆

 6　西部公民館開館、旧市唯一の陶芸窯設置 11　今井農村改善センター開館

ー　新村公民館高齢者学級記録「新村のくらし（前編・続編）が
    完成

60  1　公民館制度見直し委員会発足  3　ユネスコ「学習権宣言」☆

 3　館報しまだち縮刷版刊行  4　新村多目的研修センター開館

 3　『松本市の公民館制度充実をめざして』（制度研究委員会報
    告）発刊

 6　臨教審「教育改革に関する第１次答申」☆

 4　厚生文化会館を廃止し、中央公民館に一元化 10　「松本市青年団運動史」発刊

 4　今井公民館・出張所移転 10  音楽文化ホール開館

 6　町内公民館振興業務委託料、１町会あたり25,000円
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61  3　第１回松本市公民館研究集会開催  3　松本市婦人国内計画策定

 4　笹賀公民館新設開館  4　松本市第四次基本計画策定（市民生涯学習の推進・男女平等
    教育の推進、婦人の生涯学習の充実）

 4　中山公民館改築  4　臨教審答申「教育改革に関する第２次答申」提出、生涯学習
　　体系化を強調☆

 4　モデル町内公民館指定事業始まる

 4　松本市公民館条例の一部改正「公民館使用料の改定及び運用
    の全館統一」

 4　松本市教育委員会組織規則の一部改正「中央公民館連絡調整
    機能の明確化」

 7　中央公民館図書室兼保育室新設、事務室が２階へ移転

 8　岡田公民館「おかだ夏まつり」はじまる

62  4　内田公民館改築  3　「長野県公民館活動史」発刊＊

 4　南部公民館開館（勤労青少年ホーム内に設置）  3　「地域改善対策特別措置法（地対法）」が「地対財特法」へ
    移行☆

10　松本市公民館及びあがたの森文化会館利用に関する内規、松
    本市公民館使用料の還付に関する内規制定

 8　臨教審「教育改革に関する最終答申」☆

63  1　笹賀公民館戦時中生活体験記録集『平和の祈り』発刊  4　文部省「生涯学習モデル市町村事業」開始

 1　公民館運営審議会諮問「①中央公民館の施設整備について、
    ②公民館休館日の設定について」

 7　文部省に生涯学習局新設☆

 4　寿公民館改築 ー　県「生涯学習のまちづくり推進事業」はじまる＊

 4　里山辺および入山辺公民館で「信濃の明日香松本山辺の里お
    花見歩け歩け大会」はじまる

 5　公運審答申「中央公民館の施設整備について」

 5　北部公民館利用者団体連絡協議会「北友会」発足

 5　和田公民館改築

10　主事会有志で生涯学習について自主研修をはじめる

12　公民館活動推進功労者感謝状贈呈（同内規制定）

Ｈ1  4　島立公民館改築  8　教育委員会総務課に生涯学習担当配置

 4　ふるさとづくりモデル事業始まる 11　「子どもの権利条約」国連で採択☆

 9　公民館主事会で「生涯学習研究小委員会」発足 12　厚生省で「高齢者保健福祉推進10か年戦略」（ゴールドプラ
    ン）策定☆

11　松本市芸術文化祭30周年特別企画展開催

2  3　中山公民館『ふるさと中山縄文のむかしから』第１集発刊
    （第２集…４年、第３集…８年）

 1　中教審答申「生涯学習の基盤整備について」☆

 4　岡田公民館移転改築  4　教育委員会総務課を中心に「生涯学習プロジェクトチーム」
    を組織

 4　中央公民館夜間等警備委託化  6　「生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する
    法律」制定☆

 4　南部公民館移転改築（愛称：なんなんひろば）

 8　なんなんひろばカリヨン「平和の鐘」設置

10　松本市芸術文化祭特別展「小中図工美術秀作展」開催

10　新村公民館図書室が多目的研修センターに開設

10　公運審諮問「生涯学習時代における松本市公民館のあり方」
    について

3  3　中央公民館にエレベーター及び身障者用リフト設置  6　生涯学習審議会中間発表「公民館の整備・運営の在り方につ
    いて」☆

 3　寿台公民館移転改築  7　松本市第五次基本計画「市民生涯学習の推進」

 4　公民館運営審議会中間答申「生涯学習時代における松本市公
    民館のあり方」について

 8　松本市総合体育館完成（体育課移転）

 5　公民館報紙面拡大（Ｂ４版からＡ４版へ）  9　市立松本図書館が中央図書館に新築開館、分館を結ぶコン
    ピューターネットワーク

 6　なんなんひろば利用者の会発足 10　松本市生涯学習推進本部設置（本部長：教育長）

 8　松本で第31回社会教育研究全国集会松本集会開催、市民の実
    践を掘り起こした「松本の学び根っこワーキング」を刊行

10　県生涯学習基本構想策定＊

11　婦人のつどい30周年記念事業開催、記念誌『松本市婦人のつ
    どい30年のあゆみ』刊行

4  4　神林公民館で「すこやか健康教室」始まる  1　松本市生涯学習推進懇話会発足

 5　公民館報がページ増（全市版４ｐ、地区版２ｐ）  4　教育委員会総務課に生涯学習係設置

ー　南部公民館（なんなんひろば）で「信州年寄り通信」発刊、
    以後定期的に発刊

 9　学校第２土曜日が休日となる☆

5  1　公民館研究集会分科会の運営に市民が参画  3　松本市老人保健福祉計画策定

 3　芳川公民館移転改築  3　提言書「松本市生涯学習推進計画づくりにむけて」（松本市
    生涯学習懇話会）発刊

 3　中山公民館国庫補助事業「中山10の宝」発刊  5　西部公民館内に設置されていた西部図書館が別棟移転となる

 3　「町内公民館活動リーダー必携」発刊

 4　公民館主事手当が条例化

 7　松本城 400年まつりにより、お城盆踊りが休止

6  1　公民館報が「声の館報」としてテープ化  3　松本市生涯学習基本計画「ずくだせＺＵＫＵＤＡＳＵ学びの
    森づくり」策定

 3　本郷公民館移転改築  4　「子どもの権利条約」批准☆

 3　新村公民館で「新村のくらし－改訂版」発刊  4　教育委員会の組織改正により社会教育課内に生涯学習係及び
    青少年係が設置、文化課が新設
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6  3　岡田公民館文化委員で「岡田の里、地名のおこりとその移り
    変わり」発刊

 5　生涯学習情報紙「学びの森いんふぉめーしょん」発刊

 3　神林公民館で館報 200号合冊版「かんばやし」発刊  6　福祉計画課が中心となり「29地区福祉拠点事業推進研究会」
    発足

 5　松本市成人学校が第 100回記念講座開催

 6　「29地区福祉拠点事業推進研究会」に主事３名参加

 6　中央公民館と中央図書館の共催で「第１回公民館図書委員の
    つどい」開催

 7　社会教育主事講習受講枠（新潟大学）が２名が１名へ

11　市民公開講座「地域福祉のまちづくり」はじまる（信大、
    市、市教委、市社協合同主催）

7  4　町内公民館振興業務委託料が世帯割で傾斜配分され増額
    （29,500円・30,500円・31,500円）

 3　生涯学習記録「学びの森を生きる」発刊

 6　本郷公民館「公民館を語る会」発足  4　「地区福祉ひろば」の設置はじまる

 7　なんなんひろば「石のモニュメント」完成  4　町内公民館へ「福祉関連整備費補助制度」

12　女性の実践活動記録「学びと歩みのハーモニー」が婦人のつ
    どい実行委員会により発刊される

 9　文部省通知「社会教育法における民間営利社会教育事業者に
    関する解釈について」☆

12　第六次基本計画（公民館29地区29館構想）

8  1　公民館研究集会幹事会に分科会市民運営委員参画  4　生涯学習審議会答申「地域における生涯学習機会の充実方
    策」☆

 3　今井公民館『上條螘司伝』発刊  4　塩尻市に長野県生涯学習センター開館＊

 3　入山辺公民館『入山辺の民俗』発刊  4　県社会教育課が生涯学習課へ＊

 3　寿公民館館報合冊版『館報ことぶき』発刊 10　市民と職員による「福祉ビジョン懇話会」設置（公民館職２
    名参加）

 3　中山公民館『館報 200号合冊版』発刊 11　社会教育課主催「学びの森市民フォーラム」はじまる

 3　里山辺公民館報合冊版「館報さとやまべ」発刊 12　「男女共同参画2000年プラン」策定☆

 4　公民館に公共利用予約案内システムが導入される

 4　中央公民館管理業務１名シルバー人材センターへ委託

 5　笹賀公民館利用グループの会発足

 8　新村公民館が移転新築開館（公民館と福祉ひろば併設の第１
    号）

10　公民館で日本語講座はじまる

11　松本市芸術文化祭ハイライトが県松本文化会館で開催

11　神林公民館で地域を考える「井戸端会議」はじまる

9  2　内田公民館報縮刷版『はちぶせ』発刊  3　女性室「男女共生地域フォーラム」はじまる（実行委員とし
    て公民館職員参加）

 3　本郷公民館・福祉ひろばで『遠い太鼓』発刊  3　松本市障害者福祉長期行動計画

 4　東部公民館開館  4　公立社会教育施設建設補助金廃止☆

 4　コミュニティ構想の名残りである芝沢公民館が廃止  7　地方分権推進委員会第二次勧告（公運審必置制や館長・主事
    の専任規定の廃止が打ち出される）☆

 4　和田公民館が増築開館 10　県公民館運営協議会「重点事業調査」「分館実態調査」が行
    われる

 4　公民館運営審議会が『公民館政策への提言』を提出

 5　日本社会教育学会「長野県公民館調査」の一環で松本市公民
    館の調査が行われる（３月まで）

 5　公民館ニュースが学びの森いんふぉめーしょんへ統合

 7　島内公民館が移転新築開館

10  1　中山公民館館報号外（地区産廃処理施設問題）  3　「福祉ビジョン懇話会」最終報告

 2  今井公民館『館報 200号合冊版』発刊  3　生涯学習審議会「社会変化に対応した今後社会教育行政の在
    り方について（中間まとめ）」☆

 4　第二地区公民館開館  3　地区福祉ひろば実践報告集『福祉ひろば・ふれあいレポー
    ト』発刊

 5　公運審諮問「21世紀に向けての松本市公民館のあり方」  3　「男女共生プランまつもと」策定

 8　国の生涯学習審議会中間まとめをうけ、公民館・社会教育関
    係者合同研修会を開催

 3　特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）成立☆

 9　第１回公民館委員のつどいが開催  4　県費補助事業が指導者養成講座を残し廃止、人権教育推進市
    町村事業に移行☆＊

10　今井公民館ひだまりコンサート実行委員会でＣＤ『今井のと
    うちゃん』制作

 5　県公運協専門委員会「公民館あり方研究会」設置＊

11　和光大学移動大学が本郷公民館を会場に開催される  9　生涯学習審議会「社会変化に対応した今後の社会教育行政の
    在り方について」答申☆

11　公運審提言「公民館長の任命手続きについて」 12　「公民館の設置及び運営に関する基準」の公民館長・主事の
    専任」項目が廃止☆

12　教育委員会内規「松本市地区公民館長の任命方針」制定

－　北部公民館の地域づくり講座はじまる

11  1　全国公民館連合会専門委員会による松本市公民館運営審議会
    の取組み調査

 1　県公運協専門委員会「公民館のあり方研究会」が「これから
    の長野県公民館及び県公運協のあり方」を提言＊

 4　城東公民館開館  3　福祉ビジョン懇話会提言書を踏まえた『福祉の青い鳥を求め
    て』発行

 4　中央公民館が中央西再開発ビル公益施設内へ移転。新たに女
    性センター設置、働く婦人の家を付属施設とし、勤労青少年
    ホームを労政課から移管

 4　同和教育関係の県費補助事業が廃止＊
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11  5　公民館運営審議会「21世紀に向けての松本市公民館のあり
    方」答申

 5　国宝松本城太鼓門復元記念まつり開催

10　中央公民館ふれあいロビーに文部省教育情報衛星通信ネット
    ワーク（エル・ネット）受信機が設置

 7　社会教育法改定、青年学級振興法廃止などを含めた地方分権
    一括法が成立☆

11　松本市芸術文化祭『40年のあゆみ』発刊

12  1　『松本市公民館活動史』『学習活動実践事例集～学びを創り
    未来をひらく』発刊

 3　県公運協あり方研究会「県下公民館実態調査に基づく考察と
    提言」

 3  笹賀公民館「ふるさとマップ」作成  4　改正された社会教育法が施行

 4　城北公民館開館 12　教育改革国民会議報告「教育を変える17の提案」☆

 4　女性センター、働く婦人の家を男女共生課へ移管

 9～文部省委嘱事業「エルネットモデル事業」を中央公民館で実
    施

13  1　安原地区公民館開館  1　文部科学省「21世紀教育新生プラン」発表☆

 1　市内の公民館でＩＴ講習はじまる  4　中山文庫開館

 3　中山公民館「中山の歳時記」発刊  4　島根県出雲市で社会教育部門が首長部局へ移管☆

 3　神林公民館「ふるさとマップ」作成  4　県公運協「公民館の基礎知識（13年度版）」発刊＊

 3　中央公民館「まちなか再発見！」事業記録発刊  6　社会教育法一部改正（社会奉仕体験・自然体験活動の促進、
    家庭教育の体制整備）☆

 4　田川公民館開館  9　松本市男女共同参画推進委員会条例制定

 4　Ｍウイング文化センター設置（同条例施行） 10　全国公民館研究集会長野大会が長野市で開催☆

 4　中央公民館長と男女共生課長が兼務となる 11　文部科学大臣が中教審に対し「教育振興計画の策定と教育基
    本法の在り方について」諮問☆

 6　公民館運営審議会「調査研究報告書」提出

 6　第１回女性センターまつり開催

 7　芸術文化祭「市民会館さよならコンサート」開催

 9　公民館委員（体育・図書視聴覚委員）研修開催

14  3　Ｍウイング・女性センターにキッズコーナー開設  4　学校週５日制が完全実施される☆

 3　第二地区公民館「歴史マップ」作成  5　松本市・四賀村「任意合併協議会」設置

 4　Ｍウイングにふれあい国際・情報センター開設 11　中教審中間答申

 6　島内公民館で四賀村と交流会を開催 11　文部科学省内に「『公民館の設置及び運営に関する基準』見
    直し検討委員会」発足

 6　町内公民館長会に女性部が発足 11　松本市コミュニティ懇話会が設置、地区・町会・自治組織に
    ついて検討が行われる

 7　大手公民館開館 12　平成７年度より東京大学佐藤ゼミ・日本社会教育学会が中心
    となり行ってきた長野県公民館の調査研究を踏まえた「長
    野県公民館学習会」が開催＊

10　第50回記念長野県公民館大会が松本市で開催

10　中央公民館・南部公民館・松本大学エクステンションセン
    ター共同企画「市町村合併から考える住民自治講座」開催

15  2　中央公民館・南部公民館共催「公民館入門講座」開催  1　松本市が松本市西部広域施設組合構成町村に合併の申し入れ

 4　「公民館の設置及び運営に関する基準」に対し、公民館長
    会・公民館主事会・公民館運営審議会・社会教育委員会・
    町内公民館長会連名で、文部科学省に意見書を提出

 3　中教審答申「新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興
    基本計画の在り方について」☆

 4　町内公民館振興業務委託料が増額
    （30,000円・31,000円・32,000円）

 3　松本市男女共同参画計画策定

 9　北部公民館「地域交流～こんな町つくろう」で中学生の発案
    による「街角コンサート」が実施される

 4　松原町会が自治組織としての地区として独立

10　公民館運営審議会報告書「公民館運営と公民館運営審議会の
    あり方について」

 4　日本公民館学会が設立される☆

11　四賀村公民館大会で松本市公民館の概要報告と交流  4　社会教育課で「生涯学習基本構想」見直し作業が開始される

 5　長野県公民館運営協議会で「公民館の設置及び運営に関する
    基準」に対し意見書を提出＊

 6　松本市男女共同参画推進条例施行

 6　「公民館の設置及び運営に関する基準」改正☆

 6　地方自治法改正、公の施設を民間会社等に委託できる指定管
    理者制度の導入☆

 7　新市民会館にかかる住民投票条例案を市議会で否決

 7　松本市・四賀村法定合併協議会設立

 8　関東甲信越静公民館研究大会で「市町村合併と公民館につい
    ての緊急アピール」が採択☆

10　「松本市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例」
    施行

12　地域・家庭教育活性化推進補助金（人権促進事業費等）が廃
    止される☆

16  1　中央公民館・南部公民館・松本大学エクステンションセン
    ター共同企画「合併したらどうなる？ 地域自治と公民館の
    あり方を考える講座」開催

 1　文部科学省に「地域づくり支援室」設置☆

 3　公民館委員研修「文化委員研修会」開催  3　中央教育審議会生涯学習分科会「今後の生涯学習振興方策に
    ついて（審議経過の報告）」☆

 4　公共施設予約案内システムが新システムへ移行  3　第二次「全国公民館連合会　基本構想」☆

 4　松本市公民館条例施行規則改正、趣味・サークル活動に対し
    冷暖房料徴収の項目が追加

 4　松本市の公の施設のうち84施設に指定管理者制度を導入
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16  5　新村公民館・福祉ひろば・松本大学による「ものぐさ大学」
    発足

 5　指定管理者制度導入状況のなかで、長野県公民館運営協議会
    が「公民館の支援について」を各郡市公民館運営協議会に依
    頼＊

 5　『松本市生涯学習基本構想』見直しプロジェクト発足、公民
    館主事２名参加

 7　松本市に文化振興課が市長部局に新設、文化財関係を除く文
    化振興部門が教育委員会から移管される

 6　中央公民館・南部公民館・松本大学エクステンションセン
    ター共同企画「合併最前線を学ぶ講座」開催

 7　菅谷市長と語る会が30地区で開催

 7　松本市福祉ひろば庁内研究会発足、主事６名参加  8　松原地区に福祉ひろばコーディネーターを配置し地区福祉ひ
    ろば事業をスタート

 9　市民公益活動との協働事業推進庁内ワーキンググループ発
    足、公民館主事３名参加

11　社会教育課による「いい街つくろう、パートナーシップまつ
    もと」出前講座がスタート

11　中央公民館長が専任に戻る

11　入山辺公民館、大規模改修工事

17  1　公民館主事会で「スーパー公民館構想」を職員提案  1　地区福祉ひろば庁内研究会職員提案

 1　公運審諮問「総合的な地域づくりの拠点としての公民館のあ
    り方について」

 3　「松本市生涯学習基本構想」見直し改訂

 2　島内公民館「館報縮刷版」発刊  3　「松本市次世代育成支援行動計画」策定

 2　『町内公民館活動のてびき』第５次改訂版、『松本市町内公
    民館活動実践集』発刊

 4　四賀村、梓川村、安曇村、奈川村が松本市と合併

 3　芳川公民館保育ボランティア「ゆりかご会」で10年のあゆみ
    を発刊

 4　松本市役所大手事務所開設、教育委員会が入所

 4　寿台公民館に松原地区担当の公民館主事を配置、公民館事業
    先行実施として３月から公民館報松原地区版が発刊開始

 4　長野県公民館運営協議会規約改正、長野市及び松本市から毎
    年役員選出となる＊

 4　公民館委員手当てが報酬から報償費へ費目変更  4　熟年体育大学が元となった「いきいき健康ひろば」事業を
　　ＮＰＯ法人に委託

 4　合併により、四賀公民館、梓川公民館、安曇公民館、奈川公
    民館が地区公民館として発足

 6　中央教育審議会諮問「新しい時代を切り拓く生涯学習の振興
    方策について」「青少年の意欲を高め、心と体の相伴った成
    長を促す方策について」☆

 9　教育委員会組織改正にかかり主事研修会で論議  6　全国公民館連合会で14年ぶりに『全国公民館名鑑』を発刊☆

 9　公運審答申作業にかかり、公運審委員・館長・主事のワーキ
    ンググループ設置

 7　「食育基本法」施行☆

10　中央公民館・南部公民館共催で「公共施設の民営化に反対で
    すか」講座が始まる

 7　菅谷市長との市政まちかどトーク、ティータイムトークが始
    まる

11　中央公民館と社会教育課が統合して生涯学習課とし、中央公
    民館は貸館機能を残し、地区公民館は生涯学習課の一部門と
    なる組織改正が提案される

 9　大手事務所に「市民活動サポートセンター」開設

 9　文部科学省生涯学習局長通知「地域における防犯教育・防犯
    活動及び防犯ボランティア活動の推進について」（警察と連
    携して実施）☆

10　内閣府、文科省、国土交通省連携による「地域における防災
    に係る教育・啓発活動の推進について」☆

11　長野県公民館運営協議会で主催研修会のあり方について検討
    開始＊

11　文部科学省、経済産業省通知「地域におけるエネルギー教
    育・啓発活動の推進について」☆

12　日本公民館学会第４回研究大会が松本大学を会場に開催☆

12　第28次地方制度調査会「地方の自主性・自律性の拡大及び地
    方議会のあり方に関する答申」（教育委員会設置を自治体判
    断に、社会教育分野を首長部局に置く選択措置の提案）☆

18  3　市長公約の３Ｋプラン推進に向け、地域づくりシステム検討
    会議発足、中央公民館が参画

 4　教育委員会組織改正、教育総務課が教育政策を担う教育政策
    課へ改変、青少年課が新設（勤労青少年ホームの所管が中央
    公民館より移管）

 4　社会教育課が中央公民館と統合し生涯学習課・中央公民館へ
    組織改正（中央公民館機能は残し地区公民館の位置づけは変
    更なし、中央公民館職員は兼務）

 4　四賀・梓川・奈川・安曇地区で福祉ひろば事業スタート

 4　庄内地区公民館開館（29地区29館構想の最後）  4　教育基本法改正案が閣議決定、文部科学省内に教育基本法改
    正推進本部設置☆

 4　「松本市第８次基本計画」（34地区34公民館構想）、地区公
　　民館と地区福祉ひろばはコミュニティ活動施設として位置づ
　　けられる

 4　長野市で都市内分権がスタート＊

 5　公民館運営審議会「総合的な地域づくりの拠点としての公民
    館のあり方について」答申

 5　「長野県公民館主事研修会並びに総会」が松本市で開催＊

 6　都市内分権に向けた地域づくり支援モデル事業が安原地区・
    本郷地区・芳川地区でスタート（公民館も関わる）

10　長野県公民館運営協議会「長野県公民館活動史Ⅱ」編さんに
    かかる県内公民館実態調査の実施＊

 8　ユネスコアジア文化センターで松本市の公民館活動について
    視察（北部・新村ほか）

10　松本市図書館でサポーター制度を導入

10  惣社公民館館報合冊版『館報けやき』発刊 11　松本市「市民協働提案制度」がはじまる

12　主事会の県外研修に公運審委員４名が参加しての、合同研修
    を実施（大阪府枚方市へ）

11　松本市「市民活動推進委員会」が発足

11　「松本市地域づくり推進懇談会」発足

12　教育基本法改正法が成立・公布・施行☆

12　「道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律」施
    行☆
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19  3　中央公民館を見つめ直す座談会が開催。公民館発足60周年を
    前に、中央公民館が四柱神社隣にあった時代に関わった市
    民・職員などを交え、中央公民館のあり方などを話し合う

 2　松本市教育委員会および木曽町教育委員会で「平和のための
    信州戦争展」の後援を辞退

 3  戦争体験の聞取事業が開始（松本大学生とのコラボ企画）  3　全国公民館連合会「第１回全国公民館報コンクール」を実施
    （以後、ホームページコンクールと合わせ、隔年で実施）☆

 4　公民館発足60周年記念事業（地区特別講座）が開催・・通年  3　「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」改正（文化財
    を除く文化・スポーツの事務を首長が担当できるようにな
    る）☆

 4　市制施行 100周年地区イベントが各地区で実施される（多く
    の公民館で事務局等の役割を担う）

 4　飯田市で地域自治組織導入（公民館は先５年間を教育委員会
　　に残し、その後所管を検討）＊

 5　主事会にて公民館委員会プロジェクトチームと生涯学習課・
    中央公民館一本化プロジェクトチームが設置され検討が行わ
    れる

 5　松本市制施行 100年を迎える

 5　学びの森インフォメーションに統合した「公民館ニュース」
    が他の学習情報に統合される

 5　松本市食育推進計画庁内調整会議が開催

 7　第１回公民館報編集委員交流会が開催され、全市版と地区版
    が一同に会し、研修会・情報交換会が行われる

 6　社会教育法等改正法（学校施設利用等）☆

 9　松本市公民館発足60周年記念事業『地域交流と活動のつど
    い』があがたの森文化会館にて開催。34地区からステージや
    展示による発表、市民団体による激アツコミュニケーション
    Ｃａｆｅなどが行われる

 6　「旧松本高等学校本館・講堂」が国の重要文化財となる

11　館長会にて教育実践活動策定について説明  9　医療制度改革施行☆

11　医務課が各地区で実施する災害時医療救護活動講座に地区公
    民館が協力（年次計画により34地区で実施）

 9　長野県公民館大会（小諸大会）で「公民館の充実を求める緊
    急アピール」が採択＊

12　中央公民館にて、“しゃべりばinちゅーこー”や“クリスマ
    スコンサート”などが開催され、若者を交えた事業がなされ
    る

11　教育政策課による教育実践活動策定に向け教育部職員を対象
    にワーキンググループが始動

12　教育実践活動についての地域懇談会が始まる

12　松本市地域づくり推進市民会議が、地域づくり推進のための
    指針を市長に提出

20  2　松本市公民館発足60周年記念の一環として第23回松本市公民
    館研究集会（地域活動市民のつどい）が２日間にわたり開催

 2　教育基本法改正を受けた社会教育法改正案が閣議決定☆

 3　市民団体「中信多文化共生ネットワーク」設立  3　長野県公民館運営協議会で地域課題に関する調査＊

 3　地域防災計画改正で26地区の公民館が新たに指定避難所とな
    る（要援護者優先）

 3　松本市放課後子どもプランが策定

 4　第三地区公民館　開館（あがたの森公民館が閉館）  4　和田地区に西原町会誕生。里山辺地区の林町会と大嵩崎町会
    が合併し、林町会となる

 4　公民館委員報償費が年額単価から回数単価に変更  4　安曇野市にて公募の地区公民館長が任命される

 4  四賀、安曇、梓川、奈川公民館業務が支所へ移管（教委の補
    助執行）

 4　松本市第２次男女共生参画計画　策定

 5　公民館が学校と地域のコーディネートを行う学校サポート
    （学校応援団）事業がスタート

 5　松本市地域づくり推進基本方針　策定

 6　ユネスコ「世界寺子屋運動」関係者国内研修（庄内地区公民
    館、神田・井川城下・上土町の町内公民館）

 5　『長野県公民館活動史Ⅱ』発刊＊

 6　地域づくり推進事業のモデル地区事業がスタート（城北・松
    原・安原）し、公民館が中心的に関わる

 5　地方分権推進委員会第一次勧告で「教育委員会設置の選択
    制、首長部局との連携による教育行政の充実と総合行政の推
    進」が提案☆

 6　公民館運営審議会「総合的な地域づくりの拠点としての公民
    館のあり方について」答申に続き「意見書」を提出

 6　社会教育法改正（衆参両院で附帯決議付）☆

 8　第２回公民館報編集委員交流会　開催  7　全国公民館連合会による全国公民館実態調査が行われる☆

 9　町内公民館館長会30周年記念の集い　開催  7　教育振興基本計画が閣議決定☆

 9　町内公民館パンフレット　製作  9　松本市ユニバーサルデザイン基本方針が策定

 9　耐震診断費用補助対象が拡大され、昭和56年以前に建設され
    た町内公民館も対象となる

11　長野県「つながる　つらなる　信州　人づくりビジョン」
　　（長野県教育振興基本計画）策定＊

12　地方分権推進委員会第二次勧告における「義務付け・枠づけ
    の見直し」の中で、社会教育法第12条、第15条２項、第23条
　　１項、第30条を、存置を許容するメルクマールに該当しない
　　と提言☆

21  1　文部科学省の公民館の海外発信事業としてユネスコ・アジア
　　文化センターによる「公民館の国際発信に関する調査研究」
    でユネスコ調査団が新村公民館と二美町２丁目町内公民館を
    視察

 3　全国公民館報コンクールで飯綱町公民館報が最優秀賞、富士
    見町公民館報が優秀賞を受賞＊

 3　主事会「生涯学習課と中央公民館のあり方」プロジェクトで
    検討結果報告

 4　「学びの森インフォメーション」が全戸配布から各戸配布と
    なる

 3　全国公民館報コンクールで梓川地区公民館報が優良賞を受賞  4　須坂市公民館職員が首長部局市民共創部所属となり、公民館
    業務は補助執行となる＊

 9　「松本市公民館あり方検討委員会」発足（館長・主事・公運
    審）

 4　佐久市生涯学習センター（野沢地区館併設）が指定管理者導
　　入＊

12　松本市芸術文化祭50周年記念式典開催  9　「多文化共生プラン（仮称）」策定に向けた「多文化共生庁
    内ワーキング会議」発足

10　県生涯学習審議会答申「新しい時代にふさわしい長野県の生
    涯学習振興のあり方について」※
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22  3　「松本市公民館あり方検討委員会」中間報告を中央公民館長
    へ提出

 3　県公民館運営協議会｢公民館の基礎知識（Ｈ22）｣発刊

 3　波田町合併に伴い、波田公民館が地区公民館として発足  6　「松本市地域づくり推進行動計画」策定。地域づくり推進に
    向けた庁内組織の検討はじまる

 4　松原地区公民館が新築開館。第一地区公民館が、中央公民館
    （Мウイング）内に開館（35地区すべてに公民館が設置完
　　了）

 7　学都松本に向けた取組みを定める

 4　地区再発見情報発信事業始まる（初年度６地区～25年度に全
　　地区終了）

 5　ベトナム学習振興会が蟻ケ崎西町内公民館を視察

 6　韓国・公州大学校教授および大学院生が、城北公民館、城北
    地区福祉ひろば、大手公民館、徒士町「おかちまち市場」、
    巾上西「いばらん亭」を視察（名古屋大学社会教育調査実習
    と合同）

11　梓川公民館大規模改修事業　竣工

23  5　市公民館運営審議会提言書「もう一度公民館の意義、役割を
    考えよう」

11　松本市の教育に関するアンケート調査報告

12　地域主権改革第２次一括法により社会教育法改正（公運審委
　　員委嘱は文科省令基準を参酌）

24  9　「第53回関東甲信越静公民館研究大会（長野県松本大会）」
    を開催

 3　県公民館運営協議会「長野県らしい公民館に磨きをかけよ
    う」（提言）

 9　松本市公民館活動実践事例集（地域・くらしと学びをつな
　　ぐ）を発刊

 3　松本市教育振興基本計画「学都松本をめざして」を策定

12　第４回全国公民館報コンクールで波田公民館が奨励賞を受
　　賞

 3　松本市地域づくり実行計画策定

 9　第１回学都松本フォーラム（学都松本を目指して）を開催

25  3　神林公民館大規模改修事業竣工  2　松本市第３次男女共同参画計画　策定

 3　大手公民館会館10周年記念誌『語り継ぐまちんなか』発刊  3　健康寿命延伸都市宣言

 6　松本市公民館運営審議会より「松本らしい地域づくりに向け
    た公民館の役割について」答申が示される

 4　市内15地区公民館（出張所機能を持たない館）に、地域づく
　　りセンター準備職員を配置

 6　松原地区公民館が住民の戦時中体験をまとめた『語り伝えて
    おきたくて』を発刊

 4　松本市子どもの権利に関する条例を制定

10　文部科学省委託事業（公民館等を中心とした社会教育活性化
    支援プログラム）「公民館の学びがつなぐ松本らしい地域づ
    くり・人づくり」事業が採択され、全７講座が取り組まれる
    （記録集３月発行）

 6　学都松本のイメージカラーを薄緑色、９月を「学びの９月」
　　と定める

 6　社会教育法一部改正☆

 6　第二期教育振興基本計画閣議決定☆

10　文部科学省委託事業（公民館等を中心とした社会教育活性化
　　支援プログラム）「若者が創る信濃の国再発見物語」を６市
　　町村（上田市、飯田市、松川町、麻績村、山形村、朝日村）
　　へ再委託＊

26  2　第29回松本市公民館研究集会が歴史的大雪により初めて中止
　　となる

 4　長野市立長沼公民館が指定管理者導入＊

 4　南部公民館が、松南地区公民館に名称変更する  4　地域づくりセンターが各地区に設置される

 6　文部科学省委託事業「公民館の学びがつなぐ松本らしい地域
　　づくり・人づくり」事業が２年目の採択をされ、全７講座が
　　取り組まれる（記録集３月発行）

 6　改正地方教育行政法が可決、成立☆

 9　松本市芸術文化祭55周年記念特別公演「わが想いとどけよ彼
　　方の空に」がまつもと市民芸術館で開催される

 6　国民投票法、学校教育法、国立大学法人法改正案が可決、成
    立☆

12　入山辺公民館「入山辺文化誌（館報 400号合冊版）」発刊  6　「健康寿命延伸都市・松本」に「美しく生きる。」のキャッ
　　チコピーを追加する

12　寿地区学校応援団が、優れた「地域による学校支援活動」推
    進にかかる文部科学大臣表彰を受賞

10　「ＥＳＤ推進のための公民館－ＣＬＣ国際会議｣開催（岡山
　　県岡山市）☆（松本市の公民館から事例発表）

12　「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」「まち・ひと・
　　しごと創生総合戦略」閣議決定☆

12　特定秘密保護法施行☆

27  2　第30回松本市公民館研究集会が基調講演、過去最大数の11分
　　科会により開催される

 3　松本市スポーツ推進計画策定

 3　全国公民館報コンクールで、第一地区公民館・中央公民館が
    奨励賞を受賞

 3　松本市子どもにやさしいまちづくり推進計画策定

 3　西部公民館、北部公民館大規模改修事業竣工  4　地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する
    法律施行☆

 4　西部公民館が鎌田地区公民館へ、北部公民館が白板地区公民
    館に名称変更する

 4　諮問「新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学校と地
    域の連携・協働の在り方について」☆

 6　「全国身体障害者補助犬サミットin松本」が、中央公民館共
    催により開催される

 4　施行に伴い、本市でも市長が主宰する総合教育会議の設置、
    松本市教育大綱の策定、教育委員長と教育長を一本化して
    「新教育長」の配置

 8　文部科学省委託事業（公民館の学びがつなぐ、松本らしい地
    域づくり・人づくり事業）の委託期間終了後、市単独事業と
    してプロジェクトチームによる取組みへ発展

 4　地域づくり部（地域づくり課、地域づくりセンター）及び文
　　化スポーツ部（スポーツ推進課を含める・旧体育課）の新設

 9　地域学習テキストをモデル３地区（白板、本郷、波田）で発
    刊

 4　「サイトウ・キネン・フェスティバル松本」が、「セイジ・
　　オザワ松本フェスティバル」に名称変更
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27  7　「学習の自由と公民館」に関する教育研究団体連絡会議発足
　　☆

 8　「第20回松本市平和記念式典、松本市平和の集い」開催

10　勤労青少年福祉法大幅改正（勤労青少年ホームの法的設置根
    拠がなくなる）☆

10　「健康寿命延伸都市・松本」地方創生総合戦略策定

12　中央教育審議会から、地方創生を踏まえた今後の学校教育と
    社会教育のあり方に関する３本の答申☆

　　 184号「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上に
　　　　　ついて～学び合い、高め合う教員育成コミュニティの
　　　　　構築に向けて～」

     185号「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策につ
　　　　　いて」

     186号「新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学校と
　　　　　地域の連携・協働の在り方と今後の推進方針につい
て」28  2　公民館発足70周年記念事業「未来を拓く自治と協働のまちづ

　　くりを目指す研究集会 松本大会」の準備会が立ち上がる
 1　南部福祉総合施設「なんぷくプラザ」供用開始

 3　今井公民館大規模改修事業竣工  2　第１回地方創生全国コンファレンス「学びで地域を元気に」
　　が国立オリンピックセンターで開催される☆

 3　歴史文化基本構想策定に関する各公民館を中心とした調査終
    了

 4　県生涯学習推進センターに、公民館支援専門アドバイザーを
    配置＊

 4　スウェーデン「ソッレンテューナ市」の社会教育学研究者等
　　の視察受入

 4　小中学校９年間を、共通の教育課程で学習する「義務教育学
    校」を全国22校開校☆

 5　韓国「烏山市」の市長や生涯学習関係職員等の視察受入  5　県政タウンミーティングを阿智村で開催＊

 6　「未来を拓く松本大会」関係者学習会を実施  5　県公運協主事会の幹事に、飯田市を固定枠化＊

 7　学びの森生涯学習ファイル更新（２年に１回）  8　松本市第10次基本計画策定

 9　地域包括ケアシステム推進事業が、３地区でモデルにスター
    ト（第二地区、岡田地区、四賀地区）

 9　「次期学習指導要領等に向けたこれまでの審議まとめ」を中
　　教審初等中等教育分科会教育課程部会提出☆

12　「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会確
    保等に関する法律」（教育機会確保法）成立☆

29  1　全国規模の集会である「未来を拓く自治と協働のまちづくり
    を目指す研究集会　松本大会」が、まつもと市民芸術館、中
    央公民館で開催され、全国各地から延 1,115人が参加
    （松本市公民館70周年事業として開催）

 3　あがたの森文化会館として活用されている「重要文化財旧松
    本高等学校校舎及び講堂保存計画」策定

 3　内田公民館大規模改修事業竣工  3　中高、飯水の郡市公運協を統合し「中飯」へ＊

 7　町内公民館の手引き改訂版編集委員会発足  3　「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の一部改正
    （学校運営協議会の設置が努力義務化）☆

 7　波田公民館が波田庁舎内へ移転開館（旧波田公民館は30年３
    月に解体）

 5　第２次松本市教育振興基本計画策定

 9　文科省組織改編に対し、社会教育委員会議、公民館運営審議
    会、町内公民館長会連名で意見書を提出

 5　第２次松本市地域づくり実行計画策定

 8　文部科学省次年度概算要求において、文部科学省の組織改編
　　が示される☆

 9　文科省の組織改編に対し松本市教育委員会から要望書を提出

30  2　松本市公民館研究集会と、地域づくり課所管の地域づくり市
  　民活動研究集会を「未来へつなぐ私たちのまちづくりの集
  　い～第33回公民館研究集会　地域づくり市民活動研究集会
　　～」として合同開催（以降毎年合同開催）

 3　県総合５か年計画策定（自治と学びが柱に据わる）*

 3　笹賀公民館大規模改修事業竣工 12　中央教育審議会で「人口減少時代の新しい地域づくりに向け
    た社会教育の振興方策について（答申）」を取りまとめ☆

 3　大手公民館・中央地区福祉ひろば開館15周年記念「まち歩き
    講座から見た後世に残したい地区の文化財」発刊

 4　学校サポート事業を統合した松本版コミュニティスクール事
  　業開始

 8　住民自治を基盤とした持続可能な地域づくりに向け、町内公
  　民館機能に着目した「多世代参画型地域共生コミュニティづ
  　くりモデル事業を、東京大学牧野研究室との共同事業として
  　開始（３カ年の事業）

31  3　和田公民館大規模改修事業竣工  1　松本大学・松本大学松商短期大学部と包括的連携協定を締結

 4　第２層生活支援コーディネーター（地区生活支援員）が７地
　　区（第二、中央、里山辺、寿台、四賀、梓川、波田）に配置

Ｒ1  6 『町内公民館活動のてびき（第６次改訂版）』発刊  6　「第９次地方分権一括法（地域の自主性及び自立性を高める
　　 ための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法
     律）」公布☆
　　 （公立社会教育機関について、一定の担保措置を講じて条
　　 例により首長が所管することが可能となる）

 7　公民館運営審議会が提言集を中央公民館に提出  9　旧開智学校校舎国宝指定

 8　中山公民館「中山の民話」発刊  9　社会教育委員会議提言書「松本版コミュニティスクールへ
　　の提言～すべてに対してやさしくおもいやりに生きる大人
　　へ～」
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松本市公民館関係略年表
※項目前の数字は月をあらわす

取り巻く状況　＊県　☆国ほか　無印は松本市
年 松本市公民館のあゆみ

2  2　第三地区公民館が、文部科学省の第72回優良公民館表彰を
    受賞

 3　菅谷昭市長退任
    臥雲義尚市長就任

 2　「未来へつなぐ私たちのまちづくりの集い～第35回公民館研
　  究集会　地域づくり市民活動研究集会～」で、市民提案によ
    るテーマでの分科会を実施

　

 2　城北公民館・城北地区福祉ひろば開館二十周年記念誌発刊

 3　第三地区公民館が、長野県教育委員会の令和元年度公民館活
    動アワードを受賞

 3　岡田公民館「岡田再発見を読み解く」（岡田歴史研究会編
    著）発刊

 3　「松本市芸術文化祭60年の歩み」発刊

 4　新型コロナウイルス感染症の影響で約１か月間貸館を休止
    （４／７～５/31）

 6　島内地区歴史文化財調査委員会（事務局：島内公民館）「島
    内の歴史と文化遺産」発刊

 7　７月豪雨により地区公民館（一部除く）に避難所を開設

3  1　新型コロナウイルス感染症の影響で貸館の新規受付を停止
　　（１／８～12／４）

 1　松本市成人式が新型コロナウイルス感染症の影響で延期

 2　「未来へつなぐ私たちのまちづくりの集い～第36回公民館研
　　究集会　地域づくり市民活動研究集会」が新型コロナウイル
    ス感染症の影響により、基調講演・鼎談のみ実施となる
    （ＹｏｕＴｕｂｅでオンラインライブ配信）

 2　安原地区公民館・福祉ひろば開館20周年記念冊子発刊

4  1　新型コロナウイルス感染症の拡大により、貸館の新規受付を
    停止（１／15～２／20）

 1　長野県内にまん延防止等重点措置が適用（１／15～３／６）

 1　コミュニティスクール事業のあり方検討会を立ち上げ、国型
    導入等についての検討を始める

 1　令和４年成人式を２部に分けて開催

 2  「未来へつなぐ私たちのまちづくりの集い～第37回公民館研
    究集会　地域づくり市民活動研究集会」を対面とオンライン
    のハイブリッド形式で開催

 2  松本市教育大綱を策定

 3　里山辺公民館が移転新築  8　松本市成人のつどい（延期になった令和３年成人式の代替
　　事業）を開催

5  2 「未来へつなぐ私たちのまちづくりの集い～第38回公民館研
　 究集会　地域づくり市民活動研究集会」の基調講演を対面と
   ＹｏｕＴｕｂｅライブ配信のハイブリッド形式で開催

 5　新型コロナウイルス感染症が５類感染症に移行（5/8～）

 4　大野川小・中学校をモデル校としてコミュニティ・スクール
　　国型制度を導入

6  2 「未来へつなぐ私たちのまちづくりの集い～第39回公民館研
　 究集会　地域づくり市民活動研究集会」の基調講演と分科会
   を主会場（中央公民館・Ｍウイング）に加え、サテライト会
   場（芳川・四賀）も設けて開催

7  2 「未来へつなぐ私たちのまちづくりの集い～第40回公民館研
　 究集会　地域づくり市民活動研究集会」の全体会（パネル
   ディスカッション）と分科会を主会場（中央公民館・Ｍウイ
   ング）に加え、サテライト会場（第三地区・笹賀）も設けて
　 開催

 

 4　四賀小学校・会田中学校、筑摩小学校をモデル校としてコ
　　ミュニティ・スクール国型制度を導入
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○松本市公民館条例 

昭和３９年３月３１日 

条例第４２号 

（目的） 

第１条 この条例は、市民生活文化の振興及び福祉の増進を図るため、社会教育法（昭和２４年法律第

２０７号。以下「法」という。）第２４条及び地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の

２の規定に基づき公民館の設置及び管理等について必要な事項を定めることを目的とする。 

（名称及び位置） 

第２条 名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

松本市中央公民館 松本市中央１丁目１８番１号 

〃  第一地区公民館 松本市中央１丁目１８番１号 

〃  第二地区公民館 松本市本庄２丁目３番２３号 

〃  第三地区公民館 松本市中央４丁目７番２８号 

〃  東部公民館 松本市女鳥羽２丁目１番２５号 

〃  城北公民館 松本市開智２丁目３番３９号 

〃  大手公民館 松本市大手３丁目８番１号 

〃  安原地区公民館 松本市旭２丁目１１番１３号 

〃  城東公民館 松本市元町３丁目７番１号 

〃  白板地区公民館 松本市城西１丁目６番１７―３号 

〃  田川公民館 松本市渚３丁目２番７号 

〃  庄内地区公民館 松本市出川１丁目５番９号 

〃  鎌田地区公民館 松本市両島５番５０号 

〃  松南地区公民館 松本市芳野４番１号 

〃  中山公民館 松本市大字中山３，７４６番地１ 

〃  島内公民館 松本市大字島内４，９７０番地の１ 

〃  島立公民館 松本市大字島立３，２９８番地の２ 

〃  新村公民館 松本市大字新村２，１７９番地７ 

〃  和田公民館 松本市大字和田２，２４０番地３１ 

〃  神林公民館 松本市大字神林１，５５７番地の１ 

〃  笹賀公民館 松本市大字笹賀２，９２９番地 

〃  芳川公民館 松本市野溝東２丁目１０番１号 

〃  寿公民館 松本市大字寿豊丘４２４番地 
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〃  寿台公民館 松本市大字寿豊丘６４９番地の１ 

〃  岡田公民館 松本市大字岡田町５１７番地の１ 

〃  入山辺公民館 松本市大字入山辺１，５０９番地の１ 

〃  里山辺公民館 松本市大字里山辺２９４３番地１ 

〃  今井公民館 松本市大字今井２，２３１番地の１ 

〃  内田公民館 松本市大字内田２，２０３番地の１ 

〃  本郷公民館 松本市浅間温泉２丁目９番１号 

〃  松原地区公民館 松本市大字松原３９番地１ 

〃  四賀公民館 松本市会田１００１番地１ 

〃  安曇公民館 松本市安曇２７４１番地１ 

〃  奈川公民館 松本市奈川３３０１番地 

〃  梓川公民館 松本市梓川梓２２８５番地１ 

〃  波田公民館 松本市波田４４１７番地１ 

（公民館運営審議会） 

第３条 本市の公民館事業の企画実施につき調査審議するため、法第２９条の規定に基づき中央公民館

に松本市公民館運営審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会委員（以下「委員」という。）の定数は、１５人以上３０人以内とする。 

３ 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。 

(1) 学校教育関係者 

(2) 社会教育関係者 

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者 

(4) 有識者 

(5) 公募による市民 

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者 

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者

の残任期間とする。 

（開館時間及び休館日） 

第４条 公民館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた

ときは、この限りでない。 

(1) 開館時間 午前９時から午後１０時まで 

(2) 休館日 １２月２９日から翌年の１月３日まで（以下「年末年始」という。） 

２ 前項の規定にかかわらず、中央公民館、第一地区公民館及び庄内地区公民館の休館日は、次のとお

りとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。 
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休館日 毎月第２及び第４水曜日並びに年末年始 

３ 第１項の規定にかかわらず、松南地区公民館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、

教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。 

(1) 開館時間 平日 午前９時から午後１０時まで 

日曜日 午前９時から午後５時まで 

(2) 休館日 火曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日（以下

「休日」という。）及び年末年始 

４ 第１項の規定にかかわらず、波田公民館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、教

育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。 

(1) 開館時間 平日 午前９時から午後１０時まで 

日曜日及び休日 午前９時から午後５時まで 

(2) 休館日 毎月第１及び第３日曜日並びに年末年始 

５ 第１項の規定にかかわらず、奈川公民館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、教

育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。 

(1) 開館時間 午前９時から午後９時まで 

(2) 休館日 休日及び年末年始 

（使用の申請及び許可） 

第５条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請し、許可を受けなければならな

い。許可を受けた事項の変更又は取消しをしようとする場合も、同様とする。 

（使用の取消） 

第６条 教育委員会は、前条の許可を受けた者（以下「使用者」という。）が次の各号のいずれかに該

当するときは、全部又は一部の使用の許可を取消すことができる。 

(1) 許可を得ないで使用の目的を変更したとき。 

(2) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。 

２ 取消によって使用者が受けた損害に対して、教育委員会はその責任を負わない。 

（使用料） 

第７条 中央公民館の使用料は、別表第１に定める額とする。 

２ 奈川公民館の使用料は、別表第２に定める額とする。 

３ 中央公民館及び奈川公民館を除く公民館の使用料は、別表第３に定める額とする。 

４ 使用料は、使用の許可のあったときに納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由がある

と認めたときは、この限りでない。 

（使用料の減免） 

第８条 市長は、次に掲げる特別の事情があると認めた者に対し、使用料の減免を行うことができる。 

(1) 教育公共の利益に関する集会その他市長が特別の事情があると認めたもの 
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(2) 前号のほか市長が特に必要と認めたとき。 

（使用料の還付） 

第９条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長はそ

の一部又は全部を還付することができる。 

(1) 使用者の責でない理由により、使用することができなくなったとき。 

(2) 教育委員会が定める期日前までに、使用の取消し又は変更を求める申出があったとき。 

(3) 前２号のほか、市長が特別の理由があると認めたとき。 

（使用の制限） 

第１０条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、使用させないことができる。 

(1) 使用目的以外の用途に使用したとき。 

(2) 公益を害し、又は風紀をみだすおそれのあるとき。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、教育委員会が特に不適当と認めたとき。 

（使用者の義務） 

第１１条 使用者は、次に掲げる義務をおわなければならない。 

(1) 使用者が使用を終ったときは、復旧の上引渡しをする。 

(2) 使用者が建物その他の物品を汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。 

(3) 前２号の義務を履行しないときは、市がこれを行い、使用者からその費用を徴収する。 

（禁止行為） 

第１２条 使用者は、教育委員会の許可を得ないで次に掲げる行為をしてはならない。 

(1) 市において施した設備の現状を変更すること。 

(2) 仮設の設備を行うこと。 

(3) 飲食物その他の物品の販売を行うこと。 

(4) 火気を使用すること。 

(5) 教育委員会の定める収容人員を超えて使用すること。 

(6) 使用権を他人に譲渡し、又は転貸すること。 

（入場の制限） 

第１３条 教育委員会は、他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑になる物品又は動物を携行する者、そ

の他公民館の管理上著しく支障があると認められる者の入場を禁止し、又は退館を命ずることができ

る。 

（廃止） 

第１４条 公民館を廃止しようとするときは、議会において出席議員の３分の２以上の者の同意を得な

ければならない。 

（罰則） 

第１５条 使用者が第１０条の規定に違反した場合は、５万円以下の過料を科すことができる。 
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（委任） 

第１６条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和３９年４月１日から施行する。 

（条例の廃止） 

２ 松本市公民館条例（昭和２４年条例第６３号）及び松本市公民館使用条例（昭和２２年制定）は、

廃止する。 

（経過措置） 

３ この条例施行のさい、旧条例の規定に基づいてなされた申請、許可等の行為は、この条例の相当規

定によりなされたものとみなす。 

附 則（昭和４０年１０月２１日条例第３２号） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和４０年９月１日から適用する。 

附 則（昭和４１年７月１５日条例第２０号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和４５年１０月１５日条例第４０号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和４９年５月１日条例第３３号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例施行前において、本郷村公民館使用料徴収条例（昭和３２年本郷村条例第９号）の規定に

よりなされた申請、許可等の行為は、この条例による改正後の松本市公民館条例の相当規定によりな

されたものとみなす。 

附 則（昭和５０年１２月２５日条例第７８号） 

この条例の施行期日は、別に規則で定める。 

（昭和５１年教育委員会規則第１０号で昭和５１年８月３０日から施行） 

附 則（昭和５１年６月２５日条例第４０号） 

この条例の施行期日は、別に規則で定める。 

（昭和５１年教育委員会規則第１１号で昭和５１年９月１日から施行） 

附 則（昭和５４年９月２７日条例第４０号） 

この条例は、昭和５４年１０月１日から施行する。 

附 則（昭和５５年２月２９日条例第９号） 
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この条例は、昭和５５年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５５年７月３日条例第３０号） 

この条例の施行期日は、別に規則で定める。 

（昭和５５年教育委員会規則第１５号で昭和５５年１２月１５日から施行） 

附 則（昭和５６年３月１４日条例第１４号） 

この条例は、昭和５６年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５７年３月１９日条例第１１号） 

この条例の施行期日は、別に規則で定める。 

（昭和５７年教育委員会規則第５号で昭和５７年５月１０日から施行） 

附 則（昭和５８年３月１１日条例第１０号） 

この条例の施行期日は、別に規則で定める。 

（昭和５８年教育委員会規則第８号で昭和５８年５月１６日から施行） 

附 則（昭和５８年６月２４日条例第３４号） 

この条例の施行期日は、別に規則で定める。 

（昭和５８年教育委員会規則第１７号で昭和５８年１０月１日から施行） 

附 則（昭和５９年３月１日条例第９号） 

この条例の施行期日は、別に規則で定める。 

（昭和５９年教育委員会規則第５号で昭和５９年６月１日から施行） 

附 則（昭和５９年１２月２０日条例第４４号） 

この条例は、昭和６２年２月１２日から施行する。 

附 則（昭和６０年３月１４日条例第１７号） 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和６０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例施行前において、この条例による改正前の松本市公民館条例の規定及び松本市厚生文化会

館条例を廃止する条例（昭和６０年条例第１６号）による廃止前の松本市厚生文化会館条例（昭和４

１年条例第２０号）の規定に基づいてなされた申請、許可等の行為については、この条例による改正

後の松本市公民館条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（昭和６０年６月２７日条例第２８号） 

この条例の施行期日は、別に規則で定める。 

（昭和６０年教育委員会規則第１５号で昭和６０年９月１１日から施行） 

附 則（昭和６１年３月１４日条例第２２号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、中山公民館及び笹賀公民館の改正規定の施行期日は、
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別に規則で定める。 

（昭和６１年教育委員会規則第７号で昭和６１年４月８日から施行） 

（経過措置） 

２ この条例による中山公民館及び笹賀公民館の改正規定を除く改正後の松本市公民館条例の規定は、

昭和６１年４月１日以降の使用に係るものから適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従

前の例による。 

附 則（昭和６２年３月１０日条例第２１号） 

この条例は、昭和６２年４月１日から施行する。 

附 則（昭和６３年２月２５日条例第１１号） 

この条例は、昭和６３年４月１日から施行する。 

附 則（平成元年３月１８日条例第２４号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成元年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による島立公民館の改正規定を除く改正後の松本市公民館条例の規定は、平成元年４月１

日（以下「施行日」という。）以後に使用料を徴収するものから適用し、施行日前に使用料を徴収し

たものについては、なお従前の例による。 

附 則（平成２年３月２２日条例第２１号） 

この条例は、平成２年４月１日から施行する。ただし、第２条、第４条及び別表第３の改正規定中南

部公民館に係る部分の施行期日は、別に規則で定める。 

（平成２年教育委員会規則第１４号で平成２年５月２４日から施行） 

附 則（平成３年３月８日条例第２１号） 

この条例は、平成３年４月１日から施行する。ただし、別表第１の改正規定の施行期日は、別に規則

で定める。 

（平成３年教育委員会規則第７号で平成３年７月２１日から施行） 

附 則（平成３年９月３０日条例第３６号） 

この条例は、平成３年１１月５日から施行する。 

附 則（平成５年３月１２日条例第３２号） 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の改正規定中芳川公民館に係る部分並びに別表

第３及び別表第４の改正規定は、平成５年４月１日から施行する。 

附 則（平成６年３月１８日条例第２３号） 

この条例は、平成６年４月１日から施行する。 

附 則（平成６年１２月２１日条例第６２号） 

（施行期日） 
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１ この条例は、公布の日から起算して２０日を経過した日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

附 則（平成８年６月２７日条例第３８号） 

この条例は、平成８年８月１日から施行する。ただし、第５条及び第６条の改正規定は、公布の日か

ら施行する。 

附 則（平成８年９月３０日条例第４９号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成９年３月１４日条例第２３号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第７条及び別表第２の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」とい

う。）以後に徴収する使用料から適用し、施行日前に徴収する使用料については、なお従前の例によ

る。 

附 則（平成１０年３月１３日条例第２６号） 

この条例は、平成１０年４月１日から施行する。 

附 則（平成１１年３月１２日条例第２２号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１１年４月１日から施行する。ただし、第２条の表の改正規定中松本市中央公民

館に係る部分並びに別表第１及び別表第２の改正規定は、平成１１年４月１２日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の別表第１及び別表第２の規定は、第２条の表の改正規定中松本市中央公民

館に係る部分並びに別表第１及び別表第２の改正規定の施行の日（以下「施行日」という。）以後の

使用に係るものから適用し、施行日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。 

附 則（平成１１年１２月２４日条例第５９号） 

この条例の施行期日は、別に規則で定める。 

（平成１２年教育委員会規則第１号で平成１２年４月１日から施行） 

附 則（平成１２年１２月２１日条例第７３号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１３年４月１日から施行する。ただし、第２条の改正規定は、平成１３年１月４

日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の別表第１及び別表第２の規定は、平成１３年４月１日（以下「施行日」と
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いう。）以後の使用に係るものから適用し、施行日前の使用に係るものについては、なお従前の例に

よる。 

附 則（平成１３年３月１６日条例第３６号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の別表第３及び別表第４の規定は、平成１３年４月１日（以下「施行日」と

いう。）以後の使用に係るものから適用し、施行日前の使用に係るものについては、なお従前の例に

よる。 

附 則（平成１４年３月１５日条例第２６号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１４年３月２６日から施行する。 

（準備行為） 

２ 施設等を使用しようとする者への許可に関する手続きその他この条例を施行するために必要な準

備行為は、この条例の施行前において行うことができる。 

（松本市出張所の設置に関する条例の一部改正） 

３ 松本市出張所の設置に関する条例（昭和３４年条例第２号）の一部を次のように改正する。 

第２条の表中「 

松本市大字中山３，７３８番地の１ 

」を「 

松本市大字中山３，７４６番地１ 

」に改める。 

附 則（平成１４年６月２７日条例第５６号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１４年７月１５日から施行する。 

（準備行為） 

２ 施設等を使用しようとする者への許可に関する手続きその他この条例を施行するために必要な準

備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。 

附 則（平成１４年１２月１９日条例第７０号） 

この条例は、松本都市計画事業中央西土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行

する。 

附 則（平成１５年１２月１８日条例第１０１号） 

（施行期日） 
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１ この条例は、平成１６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の松本市公民館条例第７条、別表第１及び別表第２の規定は、この条例の施

行の日（以下「施行日」という。）以後の使用に係るものから適用し、施行日前の使用に係るものに

ついては、なお従前の例による。 

附 則（平成１７年３月２２日条例第１５２号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１７年４月１日から施行する。 

（四賀村、安曇村、奈川村及び梓川村の編入に伴う経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に、四賀村公民館条例（昭和３０年四賀村条例

第１１号）、安曇村公民館設置条例（昭和２４年安曇村条例第５号）、奈川村公民館設置条例（昭和

３２年奈川村条例第２号）又は梓川村立公民館設置条例（昭和５２年梓川村条例第１１号）の規定に

よりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の松本市公民館条例の相当規定によ

りなされた処分、手続その他の行為とみなす。 

３ 施行日から平成２２年３月３１日までの間の奈川公民館の使用料については、第７条第２項の規定

にかかわらず、次のとおりとする。 

区分 ９：００～１７：００（１

時間につき） 

１７：００～２２：００

（１時間につき） 

全日 

第１会議室 円 

１５０ 

円 

３１０ 

円 

２，１００ 

第２会議室 １５０ ３１０ ２，１００ 

第３会議室 １５０ ３１０ ２，１００ 

大会議室 ４２０ ８４０ ５，５６０ 

講義室 ２１０ ４２０ ２，７３０ 

研修室 ２１０ ４２０ ２，７３０ 

調理実習室 ３１０ ６３０ ４，２００ 

視聴覚準備室 １００ ２１０ １，３６０ 

託児室 ５０ １００ ６３０ 

全館 １，５７０ ３，１５０ ２１，０００ 

備考 

１ 暖房を使用する場合の金額は、当該区分に定める額の１００分の１３０に相当する額とする。

この場合において、算出した金額（施設を複数使用する場合は、当該使用料の合計額）に１０円

未満の端数金額があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 
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２ 調理実習室の金額には、調理備品等の使用料を含むものとする。 

附 則（平成１８年３月１６日条例第３４号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ 施設等を使用しようとする者への許可に関する手続その他この条例を施行するために必要な準備

行為は、この条例の施行前においても行うことができる。 

附 則（平成２０年３月６日条例第２６号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ 施設等を使用しようとする者への許可に関する手続きその他この条例を施行するために必要な準

備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。 

附 則（平成２０年６月１９日条例第３７号） 

この条例は、平成２０年１０月３１日から施行する。 

附 則（平成２２年３月１９日条例第８１号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２２年４月１日から施行する。ただし、第１条中第２条の表の改正規定（波田公

民館に係る部分に限る。）、第４条第３項の次に１項を加える改正規定並びに附則第３項及び附則第

４項の規定は、平成２２年３月３１日から施行する。 

（準備行為） 

２ 施設等を使用しようとする者への許可に関する手続その他この条例を施行するために必要な準備

行為は、この条例の施行前においても行うことができる。 

（波田町の編入に伴う経過措置） 

３ 波田町の編入の日（次項において「編入日」という。）前に、波田町公民館設置条例（昭和５１年

波田町条例第１０号）又は波田町中央公民館使用料徴収条例（昭和５１年波田町条例第１１号）の規

定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の松本市公民館条例の相当規定

によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 

４ 編入日から平成２９年７月１９日までの間、波田公民館の使用料については、第７条第２項の規定

にかかわらず、次のとおりとする。 

区分 午前 午後 夜間 午前～午後 午後～夜間 全日 

８：３０～

１２：００ 

１３：００～

１７：００ 

１７：００～

２２：００ 

８：３０～

１７：００ 

１３：００

～２２：０

８：３０～

２２：００ 
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０ 

  円 円 円 円 円 円 

第１会議室 ８４０ １，０５０ １，２６０ １，６８０ ２，１１０ ２，７４０ 

第２会議室 ７４０ ９４０ １，１６０ １，４８０ １，９００ ２，４２０ 

第３会議室 １，０５０ １，２６０ １，４８０ ２，１１０ ２，５４０ ３，３８０ 

第５会議室 ７４０ ９４０ １，１６０ １，４８０ １，９００ ２，４２０ 

第６会議室 ７４０ ９４０ １，１６０ １，４８０ １，９００ ２，４２０ 

第７会議室 ８４０ １，０５０ １，２６０ １，６８０ ２，１１０ ２，７４０ 

講堂 ２，２２０ ２，４２０ ２，６４０ ４，４４０ ４，８６０ ６，８８０ 

講義室 １，４８０ １，６８０ １，９００ ２，９６０ ３，３８０ ４，６６０ 

料理実習室 １，６８０ １，９００ ２，１１０ ３，３８０ ３，８００ ５，２９０ 

視聴覚室 １，４８０ １，６８０ １，９００ ２，９６０ ３，３８０ ４，６６０ 

児童室 ８４０ １，０５０ １，２６０ １，６８０ ２，１１０ ２，７４０ 

託児室 ７４０ ９４０ １，１６０ １，４８０ １，９００ ２，４２０ 

資料室 ８４０ １，０５０ １，２６０ １，６８０ ２，１１０ ２，７４０ 

ギャラリー大 １，０５０ １，２６０ １，４８０ ２，１１０ ２，５４０ ３，３８０ 

ギャラリー中 ７４０ ９４０ １，１６０ １，４８０ １，９００ ２，４２０ 

備考 

１ 冷房又は暖房を使用する場合の金額は、当該区分に定める額の１００分の１３０に相当する額

とする。この場合において、算出した額（施設を複数使用する場合は、当該使用料の合計額）に

１０円未満の端数金額があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 

２ 講義室及び視聴覚室を併用して使用する場合の金額は、講堂の使用料を適用する。 

附 則（平成２４年３月１日条例第２２号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現にこの条例による改正前の松本市公民館条例（以下「旧条例」という。）第

３条の規定により委嘱されている公民館運営審議会委員は、この条例による改正後の第３条の規定に

より委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委員の任期は、旧条例第３条の規定により委

嘱された日から２年とする。 

附 則（平成２６年３月１４日条例第１０３号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 
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（経過措置） 

２ この条例による改正後の松本市公民館条例別表第１及び別表第２の規定並びに松本市公民館条例

の一部を改正する条例附則第４項の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の

使用に係る使用料で施行日以後に納入するものから適用し、施行日以後の使用に係る使用料で施行日

前に納入するもの及び施行日前の使用に係る使用料で施行日以後に納入するものについては、なお従

前の例による。 

附 則（平成２７年３月１３日条例第３８号） 

この条例中第１条の規定は平成２７年４月１日から、第２条の規定は平成２７年４月１０日から施行

する。 

附 則（平成２９年６月２２日条例第４０号） 

この条例は、平成２９年７月２０日から施行する。ただし、第１条中別表第１第１号の表展示室の項

を削る改正規定、別表第１第２号の表の改正規定及び第２条の規定は、公布の日から施行する。 

附 則（平成３１年３月１８日条例第１００号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年１０月１日から施行する。ただし、別表第１第１号の表備考の改正規定は、

公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の別表第１及び別表第２の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」と

いう。）以後の使用に係る使用料で施行日以後に納入するものから適用し、施行日以後の使用に係る

使用料で施行日前に納入するもの及び施行日前の使用に係る使用料で施行日以後に納入するものに

ついては、なお従前の例による。 

附 則（令和４年２月９日条例第１５号） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。ただし、附則第２項及び第３項の規定は、令和４年

３月２８日から施行する。 

（松本市出張所の設置に関する条例の一部改正） 

２ 松本市出張所の設置に関する条例（昭和３４年条例第２号）の一部を次のように改正する。 

第２条の表中「松本市大字里山辺２，９３０番地の１」を「松本市大字里山辺２９４３番地１」に

改める。 

（松本市地域づくりを推進する条例の一部改正） 

３ 松本市地域づくりを推進する条例（平成２６年条例第１号）の一部を次のように改正する。 

別表里山辺地区地域づくりセンターの項中「松本市大字里山辺２９３０番地１」を「松本市大字里

山辺２９４３番地１」に改める。 

（松本市地区福祉ひろば条例の一部改正） 
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４ 松本市地区福祉ひろば条例（平成７年条例第２号）の一部を次のように改正する。 

別表松本市里山辺地区福祉ひろばの項中「松本市大字里山辺２９３０番地１」を「松本市大字里山

辺２９４３番地１」に改める。 

附 則（令和７年３月１８日条例第２９号） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第７条第２項及び別表第２の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」

という。）以後の使用に係る使用料で施行日以後に納入するものから適用し、施行日以後の使用に係

る使用料で施行日前に納入するもの及び施行日前の使用に係る使用料で施行日以後に納入するもの

については、なお従前の例による。 

別表第１（第７条関係） 

（１） 施設 

区分 午前 午後 夜間 午前～午後 午後～夜間 全日 

９：００～１

２：３０ 

１３：００～

１７：００ 

１７：３０～

２２：００ 

９：００～１

７：００ 

１３：００～

２２：００ 

９：００～２

２：００ 

  円 円 円 円 円 円 

ホール ７，６４０ ８，８００ ９，８４０ １５，６１０ １７，７００ ２３，６５０ 

レクリエーション

室 

２，９３０ ３，３５０ ３，７７０ ５，９６０ ６，７６０ ９，０４０ 

大会議室 １，８８０ ２，２００ ２，４１０ ３，８７０ ４，３７０ ５，８４０ 

中会議室 ９４０ １，０４０ １，１５０ １，８８０ ２，０８０ ２，８１０ 

中視聴覚室 ９４０ １，０４０ １，１５０ １，８８０ ２，０８０ ２，８１０ 

小視聴覚室 ４１０ ５２０ ６２０ ８８０ １，０８０ １，３９０ 

特別室 ９４０ １，０４０ １，１５０ １，８８０ ２，０８０ ２，８１０ 

備考 

１ 物品を販売し、及び入場料又はこれに類するものを徴収して施設を使用する場合の使用料は、

当該区分に定める額の１００分の２００に相当する額とする。 

２ ホールには、主催者事務室及び控室１～３を含む。 

３ 大・中会議室、中・小視聴覚室及び特別室は、次の室をいう。 

区分 室数 室名 

大会議室 １ ３―２ 

中会議室 ５ ３―１、４―１～４―４ 
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中視聴覚室 １ ３―B 

小視聴覚室 ２ ３―A、４―C 

特別室 ４ 工作室、保育室、料理実習室、和室 

（２） 冷暖房 

区分 単位 金額 

  １回 円 

ホール ６，６００ 

レクリエーション室 ２，４１０ 

大会議室 １，４６０ 

中会議室 ７３０ 

中視聴覚室 ７３０ 

小視聴覚室 ４１０ 

特別室 ７３０ 

備考 １回とは、午前・午後・夜間をそれぞれ単位とする。 

（３） 器具 

教育委員会が別に定める額 

別表第２（第７条関係） 

区分 ９：００～１７：００（１時

間につき） 

１７：００～２１：００（１

時間につき） 

全日 

 円 円 円 

コンベンションホール ３，３００ ３，８４０ ３３，０００ 

１階ホール ２２０ ３２０ ２，２００ 

２階ホール ２２０ ３２０ ２，２００ 

会議室 ２２０ ３２０ ３，３００ 

視聴覚室 ５４０ ７６０ ７，７００ 

実習室 ４４０ ６６０ ５，５００ 

研修室 ４４０ ６６０ ５，５００ 

和室 ４４０ ６６０ ５，５００ 

全館 ５，５００ ７，７００ ５５，０００ 

備考 

１ 冷房又は暖房を使用するときは、当該区分に定める額の１００分の１３０に相当する額とする。

この場合において、算出した額（施設を複数使用する場合は、当該使用料の合計額）に１０円未

満の端数金額があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 
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２ コンベンションホール、視聴覚室及び実習室の使用料には、備品等の使用料を含むものとする。 

別表第３（第７条関係） 

（１） 施設 

区分 午前 午後 夜間 午前～午後 午後～夜間 全日 

９：００～１

２：３０ 

１３：００～

１７：００ 

１７：３０～

２２：００ 

９：００～１

７：００ 

１３：００～

２２：００ 

９：００～２

２：００ 

  円 円 円 円 円 円 

講堂（４００m２以

上） 

２，６１０ ４，０８０ ４，６１０ ６，３５０ ８，２５０ １０，１７０ 

講堂（２００～４０

０m２） 

２，２００ ３，２４０ ３，６６０ ５，１６０ ６，５５０ ８，１９０ 

大会議室（１００～

２００m２） 

１，０４０ １，４６０ １，８８０ ２，３７０ ３，１７０ ３，９４０ 

中会議室（５０～１

００m２） 

８３０ １，０４０ １，４６０ １，７７０ ２，３７０ ２，９９０ 

小会議室（５０m２

以下） 

６２０ ８３０ １，０４０ １，３７０ １，７７０ ２，２４０ 

料理実習室 １，０４０ １，２５０ １，４６０ ２，１７０ ２，５７０ ３，３７０ 

（２） 冷暖房 

区分 単位 冷房 暖房 

  １回 円 円 

大会議室（１００m２以上） １，１５０ １，０４０ 

中会議室（５０～１００m２） ８３０ ８３０ 

小会議室（５０m２以下） ４１０ ３１０ 

料理実習室 ８３０ ８３０ 

備考 １回とは、午前・午後・夜間をそれぞれ単位とする。 

（３） 器具 

教育委員会が別に定める額 
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○松本市公民館運営審議会規則 

昭和３９年４月１日 

教育委員会規則第４号 

（目的） 

第１条 この規則は、松本市公民館条例（昭和３９年条例第４２号。以下「条例」という。）第３条に

よる松本市公民館運営審議会（以下「審議会」という。）の運営について必要な事項を定める。 

（委員の委嘱） 

第２条 松本市公民館運営審議会委員（以下「委員」という。）は、条例第３条に規定する者のうちか

ら教育委員会が委嘱する。 

（役員） 

第３条 審議会の委員長及び副委員長は、委員のうちからそれぞれ１名を互選する。 

２ 委員長は、会務を掌理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代理する。 

（職務） 

第４条 審議会は、館長の諮問に応じ、中央及び地区公民館の事業の企画実施について調査審議する。 

（会議の招集） 

第５条 審議会は、委員長が招集する。 

（議事） 

第６条 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。 

（委任） 

第７条 この規則に定めるものを除くほか、審議会の運営について必要な事項は、委員長が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、昭和３９年４月１日から施行する。 

（規則の廃止） 

２ 松本市公民館運営審議会規則（昭和３４年教育委員会規則第７号）は、廃止する。 

附 則（令和４年３月２４日教育委員会規則第７号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和４年３月２４日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の松本市公民館運営審議会規則（以下「旧規則」と

いう。）の規定により松本市公民館運営審議会委員に委嘱されている者は、この規則による改正後の

松本市公民館運営審議会規則（以下「新規則」という。）の規定により委員として委嘱されたものと
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みなす。この場合において、委員の任期は、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による委員と

しての残任期間と同一の期間とする。 
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○松本市Mウイング文化センター運営委員会設置要綱 

平成１３年１０月２９日 

教育委員会告示第３６号 

（目的） 

第１条 この要綱は、松本市Mウイング文化センター（以下「文化センター」という。）の円滑な運営

を進めるに当たり、広く意見、提言等を聴くため、松本市Mウイング文化センター運営委員会（以下

「委員会」という。）を設置することについて必要な事項を定めることを目的とする。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、文化センターの運営に関し、教育委員会の諮問に応ずる。 

２ 委員会は、文化センターの運営に関し、教育委員会に対し意見を述べることができる。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員３０人以内をもつて組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。 

(1) 学校教育関係者 

(2) 社会教育関係者 

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者 

(4) 有識者 

(5) 公募による市民 

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合における補欠委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。 

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会は委員長が必要に応じて召集し、会議の議長は委員長が務める。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。 

（補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。 
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附 則 

この告示は、平成１３年１０月２９日から施行する。 

附 則（平成１８年３月３１日教育委員会告示第８号） 

この告示は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年３月３０日教育委員会告示第９号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際現にこの告示による改正前の松本市Mウイング文化センター運営委員会設置要

綱（以下「旧要綱」という。）第３条の規定により委嘱されているMウイング文化センター運営委員

会委員は、この告示による改正後の第３条の規定により委嘱されたものとみなす。この場合において、

当該委員の任期は、旧要綱第３条の規定により委嘱された日から２年とする。 
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